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【
要
約
】
　
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
活
発
に
議
論
が
交
わ
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
後
研
究
の
途
絶
状
態
に
あ
る
浄
御
薄
律
令
の
編
纂
施
行
の
闇
題
に
つ
い
て
、

法
の
継
受
と
い
う
些
し
い
視
点
を
入
れ
な
が
ら
、
法
規
史
の
立
場
に
限
定
し
て
考
察
を
行
な
う
。
律
令
体
制
成
立
過
程
の
総
合
的
な
再
検
討
の
礎
と
し
て

の
意
味
を
も
つ
。

　
筆
者
が
復
原
し
た
浄
荘
原
令
公
等
の
継
受
の
あ
り
方
を
考
え
る
と
、
日
本
は
壬
申
乱
の
終
了
後
、
遣
新
羅
使
を
通
し
て
、
新
羅
の
律
令
体
制
の
実
施
の

様
子
を
参
酌
し
な
が
ら
、
唐
永
徽
令
の
規
定
を
個
別
的
に
継
受
し
て
き
た
が
、
浄
御
原
蚕
編
纂
に
際
し
、
永
徽
律
令
の
体
系
的
な
継
受
を
最
終
的
に
行
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
編
纂
制
定
の
直
接
的
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
七
世
紀
後
半
の
緊
迫
し
た
束
ア
ジ
ア
情
勢
の
下
で
、
武
烈
王
代
律
令
体
制
を
と

り
支
配
秩
序
を
確
立
す
る
と
共
に
、
唐
織
を
半
島
よ
り
駆
逐
し
て
半
島
全
域
を
代
表
し
て
唐
帝
国
の
冊
封
体
制
に
参
加
す
る
薪
羅
の
動
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
麗
な
新
羅
と
の
唐
帝
国
に
於
け
る
国
際
的
地
位
を
め
ぐ
る
競
争
に
打
ち
勝
つ
為
に
、
国
家
体
制
の
急
整
備
を
は
か
る
必
要
か
ら
、
従
来
の
個
別
的
律
令

規
定
に
基
く
支
配
秩
序
の
上
に
、
専
制
を
直
訳
的
に
継
受
し
た
規
定
を
も
含
む
体
系
的
な
法
典
と
し
て
、
浄
御
調
令
を
施
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
他
、
右
の
視
角
の
下
で
新
た
に
慈
眼
原
律
令
の
編
纂
過
程
を
見
直
し
、
ま
た
律
令
制
研
究
の
現
段
階
で
浄
御
職
律
存
否
問
題
を
新
た
に
位
置
づ
け

し
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
と
問
題
提
起
を
行
な
い
、
更
に
律
令
体
制
成
立
過
程
に
於
け
る
煙
寺
原
律
令
と
大
宝
律
令
の
果
た
し
た
役
割
の
差
異
に
つ
い
て
も

論
及
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
三
巻
一
号
　
一
九
七
〇
年
【
月

縣
　
は
　
じ
　
め
　
に

近
年
、
日
本
古
代
律
令
国
家
の
成
立
の
画
期
を
天
武
・
．
持
統
朝
に

求
め
る
見
解
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
国
家
権
力
の
構

造
や
性
格
、
更
に
は
社
会
構
造
の
解
男
を
通
じ
て
、
ま
す
ま
す
有
力
に

な
り
つ
つ
あ
る
。
法
史
学
の
分
野
に
於
い
て
も
、
当
時
の
国
家
の
基
本

組
織
を
規
定
し
た
成
文
法
－
律
令
」
の
編
纂
が
律
令
支
配
体
制

確
立
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
検
討

が
進
め
ら
れ
て
、
浄
国
原
律
令
施
行
の
位
置
が
明
確
に
さ
れ
て
き
た
。

周
知
の
如
く
、
戦
前
の
律
令
編
纂
過
程
の
通
説
は
、
滝
川
政
次
郎
・

坂
本
太
郎
両
氏
に
代
蓑
さ
れ
る
近
江
令
－
飛
鳥
浄
御
隠
律
令
－
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
①

大
宝
律
令
－
養
老
律
令
の
四
段
階
説
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
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「

九
五
二
年
中
田
薫
氏
が
そ
の
通
説
に
反
対
し
て
自
説
を
再
論
し
て
以

来
㍉
六
〇
年
前
後
ま
で
、
坂
本
太
郎
・
青
木
和
失
・
林
陸
朗
・
石
尾

芳
久
・
田
中
卓
等
の
諸
氏
の
手
に
よ
っ
て
、
主
と
し
て
浄
御
斎
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
制
定
経
過
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
論
議
の
交
わ
さ
れ
て
き
た
の
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
議
論
の
内
容
は
、
近
江

令
と
浄
御
原
律
令
と
の
関
係
・
諸
富
原
令
の
施
行
の
効
力
及
び
そ
の

内
容
・
屍
毒
原
律
編
纂
施
行
の
有
無
の
三
点
に
集
約
で
き
よ
う
。

　
私
な
り
の
論
争
の
整
理
を
し
て
お
く
と
、
現
在
の
有
力
説
と
し
て

は
、
ω
近
江
令
は
一
応
は
施
行
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
ま
だ
検
討
の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
体
系
性

を
も
っ
た
法
典
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
究
明
は
、
今
後
の
最
大
の
課

題
で
あ
る
。
②
浄
御
原
令
は
体
系
性
を
も
っ
て
施
行
さ
れ
、
以
後
の

律
令
体
制
の
出
発
点
を
築
き
あ
げ
た
の
に
対
し
、
浄
御
壷
律
は
編
纂

は
進
め
ら
れ
た
も
の
の
、
完
成
し
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
施
行
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
代
り
に
唐
律
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
強
い
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
と
こ
ろ
に
落
着
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
結
着
が
つ
い
た
か
と
雷
う
と
、
論
争
参
加
者
も

含
め
て
、
古
代
法
史
・
古
代
史
研
究
者
は
誰
し
も
そ
う
は
思
っ
て
お

ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
関
係
史
料
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
理
由
も
あ
っ
て
、
い
わ
ば
各
人
が
自
分
の
説
を
開
陳
し
だ
段
階

で
議
論
が
途
絶
し
て
し
ま
っ
た
点
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
更
に
そ
の
頃

よ
り
屡
本
古
代
国
家
を
律
令
体
制
の
成
立
過
程
の
側
面
か
ら
捉
え
よ

う
と
す
る
研
究
が
活
発
化
し
だ
し
、
官
人
制
・
班
田
舗
・
戸
籍
・
雑
儲
．

歳
役
等
と
い
っ
た
律
令
に
基
づ
く
個
別
政
策
の
緻
密
な
実
証
的
研
究

が
進
め
ら
れ
、
天
武
持
統
朝
の
史
的
意
義
が
次
第
に
解
明
さ
れ
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
。
そ
の
よ
う
な
「
内
的
批
判
の
積
み
重
ね
」
の
重
要
性
の
認
識
が
、

限
定
さ
れ
た
史
料
の
中
で
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
律
令
編
纂
過
程
に

関
す
る
前
記
の
論
争
を
中
断
さ
せ
た
一
因
と
も
雷
え
よ
う
。
こ
の
た

め
に
、
律
令
体
計
成
立
に
関
す
る
個
別
的
研
究
が
ま
す
ま
す
広
範
囲

に
か
つ
厳
密
に
追
求
が
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
一
九
六
〇
年
以
降
、
律

令
編
纂
過
程
の
み
を
限
定
さ
れ
た
史
料
で
追
求
す
る
法
規
史
的
研
究
．

は
、
前
述
の
個
三
春
研
究
の
中
で
行
な
わ
れ
る
海
嶺
原
令
文
の
復
原

以
外
に
は
、
僅
か
に
二
、
三
の
論
争
参
加
者
に
よ
る
再
論
が
見
受
け

ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
全
く
と
だ
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
一
面
で
は
当

然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
法
規
史
的
研
究
途
絶
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い

る
律
令
体
制
成
立
過
程
程
に
課
題
が
無
い
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
天

武
持
統
朝
の
史
的
意
義
を
重
要
視
し
、
律
令
体
制
成
立
の
淵
源
を
浄
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飛鳥浄御原律令に関する諸問題（林）

御
原
令
施
行
に
求
め
る
あ
ま
り
、
浄
乙
原
令
施
行
を
以
っ
て
律
令
国

家
確
立
と
ま
で
求
め
る
傾
向
が
最
近
で
は
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
，
そ

れ
は
余
り
に
も
法
と
い
う
外
面
的
指
標
と
法
が
志
向
す
る
内
容
の
現

実
的
具
備
と
の
食
違
い
を
軽
視
し
た
結
果
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
六
六
年
以
降
進
め
ら
れ
て
い
る
持
統
文
武
両
天

皇
の
宮
都
で
あ
る
藤
原
宮
の
内
裏
周
辺
地
域
の
発
掘
を
通
じ
て
、
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
⑥

数
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
の
は
貴
重
で
あ
る
。
浄
御
原
話
か
ら
大
宝

律
令
へ
の
転
換
期
の
実
態
を
記
し
た
一
等
史
料
で
あ
る
木
簡
の
究
明

に
よ
っ
て
、
日
本
書
紀
の
欠
を
補
い
、
浄
笹
原
令
を
復
原
し
て
、
日

本
に
お
け
る
律
令
制
古
代
国
家
の
成
立
の
実
態
を
探
る
こ
と
が
、
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

め
て
可
能
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
改
め
て
日
本
古
代
国
家
像
の
再
討

議
の
活
発
化
が
充
分
に
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
に
い
ま
だ
結
着
の

つ
い
て
い
な
い
浄
御
原
律
令
の
制
定
施
行
の
閥
題
を
、
研
究
の
途
絶

状
態
に
あ
る
法
規
史
研
究
の
立
場
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
従
来
と
は

別
の
角
度
か
ら
再
考
し
て
お
く
こ
と
は
、
今
後
の
律
令
体
綱
成
立
過

程
の
総
合
的
な
検
討
へ
の
礎
と
し
て
の
意
味
か
ら
も
、
法
史
学
専
攻

者
の
果
た
す
べ
き
一
つ
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
故
、
従
来
の
論
争
に
お
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
法
の
継
受
の
観
点
か
ら
、
浄
御
縦
令
の
復
原
を
試
み
、
ま
た
浄
御

璽
令
の
継
受
の
過
程
を
追
求
し
、
更
に
は
七
・
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア

政
治
情
勢
に
起
因
す
る
国
際
的
契
機
の
究
明
か
ら
浄
御
釜
令
の
撃
墜

施
行
の
意
義
を
論
じ
、
ま
た
現
段
階
で
は
浄
御
原
律
の
存
否
の
問
題

を
如
何
に
律
全
編
纂
過
程
の
中
で
位
置
づ
け
る
か
等
、
浄
豊
原
律
令

の
法
規
史
的
再
構
成
に
問
題
を
限
定
し
な
が
ら
、
検
討
を
行
な
っ
て

み
た
い
と
思
う
。

　
①
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
（
一
九
三
一
）
・
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研

　
　
究
』
　
（
一
九
三
八
）

　
②
中
田
薫
「
古
法
雑
観
」
（
一
九
五
三
年
発
表
、
後
『
法
制
史
論
集
』
第
四
巻
に

　
　
所
収
、
な
お
氏
の
最
初
の
見
解
は
「
唐
令
と
日
本
笛
と
の
比
較
研
究
」
の
題
で
一

　
　
九
〇
四
年
発
表
、
後
『
法
制
史
論
集
』
第
一
巻
に
所
収
さ
れ
て
い
る
）
坂
本
太
郎

　
　
「
飛
鳥
浄
御
原
律
令
考
」
　
（
一
九
五
四
年
発
表
、
後
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研

　
　
究
』
下
巻
に
所
収
）
青
木
和
夫
「
浄
御
原
令
と
古
代
官
僚
舗
」
（
『
古
代
学
』
三
巻

　
　
二
号
　
一
九
五
四
）
林
陸
朗
「
近
江
令
と
濠
夕
原
穣
令
」
（
『
国
史
学
』
六
三
号

　
　
一
九
五
四
）
石
尾
芳
久
「
律
令
の
編
纂
」
　
（
一
九
五
六
年
発
表
、
後
『
日
本
古
代

　
　
法
の
研
究
』
に
所
収
）
利
光
三
津
夫
「
雀
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
　
二
九
五
七
年
発

　
　
表
、
後
「
最
近
に
お
け
る
嬢
研
究
の
動
向
」
と
敬
題
し
て
『
律
の
研
究
』
に
所

　
　
収
）
田
中
卓
「
天
智
天
皇
と
近
江
令
」
（
『
神
道
史
研
究
』
八
巻
六
号
　
一
九
六
〇
）

　
　
林
陸
朗
「
浄
御
冷
律
令
の
制
定
」
（
『
歴
史
教
育
駈
九
巻
五
号
　
一
九
六
一
）
石
尾

　
　
痢
万
久
『
肖
口
＋
巫
轟
自
代
法
山
人
』
　
（
一
九
六
四
）
鋼
肩
太
甲
和
夫
「
律
令
払
細
」
　
（
日
本
歴
中
八
学

　
　
会
編
『
日
本
中
ハ
の
問
題
点
』
所
収
　

一
九
六
五
）

　
③
　
近
江
令
体
系
疑
問
説
（
青
木
）
・
浄
御
原
令
体
系
施
行
説
（
石
尾
）
・
浄
御
原

　
　
律
非
施
行
唐
律
代
用
説
（
青
木
・
石
尾
）

　
④
　
井
上
光
貞
「
律
禽
体
制
の
成
立
」
　
（
一
九
六
二
年
発
表
、
後
『
日
本
古
代
岡
家

　
　
の
研
究
』
所
収
四
九
六
頁
・
一
九
六
五
〉
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⑤
三
芳
県
教
育
委
員
雄
編
『
藤
原
宮
島
出
土
木
簡
概
報
』
（
一
九
六
八
）
・
『
藤
原

　
宮
』
　
（
一
九
六
九
）
等

⑥
岸
俊
男
「
藤
原
宮
跡
の
木
簡
」
（
『
月
刊
文
化
財
』
六
八
年
八
月
口
互
六
頁
）

二
　
浄
御
冠
令
復
原
の
一
方
法

　
浄
笹
原
令
の
復
原
は
、
日
本
書
紀
・
続
日
本
紀
の
記
事
や
正
倉
院

文
書
の
戸
籍
等
に
基
づ
い
て
、
そ
の
条
文
の
内
容
を
推
測
す
る
方
法

が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
史
料
が
断
片
的
で
あ
る
故
、
そ
の
作
業
は
困
難

を
き
わ
め
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。
従
来
の
代
表
的
な
復
原
法
の

提
示
者
と
し
て
は
、
滝
川
政
次
郎
・
坂
本
太
郎
両
氏
が
挙
げ
ら
れ
る
。

滝
川
氏
の
場
合
、
続
日
本
紀
・
大
宝
元
年
八
月
癸
卯
条
の
大
宝
律
令

　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

完
成
の
記
事
に
、
　
「
大
略
以
浄
御
原
朝
廷
貸
倒
正
」
と
あ
る
こ
と
を

根
拠
に
、
大
宝
義
老
二
律
令
と
浄
御
原
律
令
と
の
間
に
は
内
容
に
大

差
が
無
か
っ
た
と
み
、
両
者
の
差
異
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

浄
御
田
律
令
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
　
一
方
、
坂
本
氏
は
、

浄
藤
原
律
令
制
連
単
に
詔
と
し
て
発
布
の
政
治
的
処
置
～
或
い
は
天
・

武
朝
以
来
実
施
の
儀
式
行
事
と
同
一
内
容
が
大
宝
養
老
令
条
文
に
規

定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
規
定
が
中
間
の
浄
御
製
令
条
文
に
も
存

在
し
て
い
た
と
推
定
す
る
方
法
を
と
る
。
こ
の
場
合
も
、
前
述
の
続

紀
大
宝
元
年
八
月
癸
卯
条
の
記
事
に
基
づ
き
、
浄
御
原
律
令
は
大
宝

律
令
と
同
じ
よ
う
な
篇
醤
条
文
が
大
部
分
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
②

前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
以
後
の
三
三
三
三
復
原
の
諸
研
究
も
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
方
法
の
い
ず
れ
か
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
だ
が
、
現
在
迄
の
こ
れ
ら
の
方
法
に
依
拠
し
た
浄
御
一
三
復
原
研

究
に
は
疑
問
点
が
無
い
訳
で
は
な
じ
。
そ
れ
は
、
唐
武
徳
律
令
の
撰
定

に
つ
い
て
「
大
略
毒
煙
皇
軍
准
正
」
と
記
す
唐
会
要
の
原
史
料
を
参

考
に
レ
て
書
か
れ
た
、
前
記
続
B
本
紀
・
大
宝
元
年
八
月
癸
卯
条
の
記

事
の
「
准
正
」
の
文
字
の
意
味
す
る
内
容
の
究
明
の
方
向
に
つ
い
て

で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
滝
川
氏
の
如
く
、
大
宝
養
老
下
墨
と
浄

豊
原
令
と
は
大
差
が
な
か
っ
た
と
み
、
そ
れ
を
受
け
て
、
坂
本
氏
の

如
く
、
大
宝
律
令
と
同
じ
篇
図
及
び
条
文
が
浄
御
原
質
に
大
部
分
存

在
し
て
い
た
と
解
し
、
そ
の
結
果
、
浄
御
原
令
と
大
宝
律
令
と
の
差

異
の
追
求
に
金
力
が
傾
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
反
対
に
史
料
的
に

差
異
が
半
睡
さ
れ
に
く
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
大
宝
令
と
同
一
の
条

文
が
浄
御
回
令
に
も
存
在
し
て
い
た
と
、
安
易
な
連
続
性
の
主
張
が

な
さ
れ
て
い
る
向
き
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
浄
写

原
令
の
位
置
が
必
然
的
に
重
視
さ
れ
、
大
宝
令
と
同
一
規
模
の
よ
う

な
完
備
し
た
律
令
体
制
が
浄
御
下
令
に
基
づ
き
完
成
し
た
と
結
論
づ

け
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
論
著
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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飛鳥浄御原律令に関する旧聞題（林）

　
そ
こ
で
、
筆
者
の
今
後
の
論
に
も
関
係
す
る
の
で
、
先
ず
「
准

正
」
の
内
容
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
く
。
浄
御
原
令
の
篇
目
に

「
考
仕
令
」
　
「
戸
令
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
書
紀
か
ら
窺
わ
れ

る
が
、
多
数
の
研
究
に
よ
り
、
浄
御
許
令
が
大
宝
令
と
篇
目
を
同
じ

く
す
る
内
容
の
令
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
大
宝
令
と
同
じ
条
文
が
大
多

数
存
在
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
に
足
る
充
分
な
確
証
は
得
ら
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
条
文
は
大
宝
令
と
内
容
的
に
異
な
っ

て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
現
在
の
段
階
で
は
、

准
正
の
語
を
以
っ
て
浄
御
原
令
は
大
宝
令
と
ほ
ぼ
同
じ
篇
目
及
び
条

文
で
あ
っ
た
と
ま
で
解
す
る
こ
と
は
危
陵
で
、
大
宝
令
と
類
似
し
た

篇
目
構
成
で
あ
っ
た
位
に
留
め
届
の
が
妥
当
と
考
え
て
お
き
た
い
。

　
以
上
の
前
提
を
ふ
ま
え
て
本
題
に
入
る
が
、
今
回
筆
者
の
提
示
す

る
方
法
で
も
僅
か
「
条
の
復
原
に
す
ぎ
な
い
し
、
依
拠
す
る
史
料
も

従
来
の
研
究
と
同
様
、
も
と
よ
り
日
本
書
紀
の
中
の
持
統
天
皇
五
年

十
月
乙
巳
条
が
中
心
と
な
る
。
た
だ
そ
の
際
、
中
国
朝
鮮
の
史
料
を

援
用
し
、
母
法
i
継
受
法
の
関
係
を
確
認
し
た
上
で
、
母
法
の
内

容
か
ら
継
受
法
の
内
容
を
推
測
す
る
こ
と
、
そ
し
て
天
武
持
統
朝
の

書
紀
の
記
号
、
特
に
浄
御
原
籍
施
行
後
の
詔
に
式
的
騰
能
を
も
つ
詔

は
な
い
か
と
の
検
討
の
上
で
、
式
の
内
容
か
ら
令
の
内
容
を
推
測
す

る
と
い
う
二
つ
の
方
法
を
併
用
し
な
が
ら
、
令
の
内
容
を
復
原
す
る

点
に
こ
の
方
法
の
特
旨
が
あ
昏
。

　
素
材
と
す
る
持
統
紀
五
年
十
月
乙
巳
（
八
）
条
を
先
ず
記
し
て
お
く
。

　
　
詔
日
　
凡
先
皇
陵
戸
者
置
五
戸
以
上
自
除
王
等
膚
思
者
澄
三
戸
　
若
陵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
戸
不
足
以
百
姓
充
　
其
筏
役
免
　
三
年
「
替

こ
の
詔
文
を
獣
毛
原
令
条
文
そ
の
も
の
と
解
す
る
意
見
も
み
う
け
ら

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
る
が
、
延
喜
諸
陵
式
に
類
似
の
規
定
が
見
ら
れ
、
令
の
施
行
細
則

と
し
て
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
式
的
性
格
を
も
つ

詔
に
対
応
す
る
令
と
し
て
参
考
と
な
る
大
宝
喪
葬
令
第
一
条
一
古

記
に
よ
る
復
原
か
ら
、
養
老
喪
葬
令
と
ほ
ぼ
同
一
の
規
定
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
一
を
指
摘
し
て
お
く
と
、

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
　
凡
先
皇
陵
匿
陵
戸
令
守
　
非
陵
戸
令
守
者
十
年
一
替
　
其
兆
域
内
不
得

　
　
　
　
　
。
。
。
・
⑦

　
　
七
口
及
耕
牧
樵
採

　
　
　
（
本
文
↓
贋
老
令
　
○
印
汀
同
文
大
宝
令
　
△
門
推
定
同
文
大
宝
令
　
⑱
印
ほ

　
　
　
異
文
大
宝
令
）

す
な
わ
ち
、
令
は
陵
戸
の
設
置
を
命
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
持
統
五

年
詔
は
そ
の
陵
戸
の
数
を
具
体
的
に
指
定
し
て
お
り
、
原
則
的
規
定

た
る
令
と
施
行
細
則
と
し
て
の
式
的
機
能
を
も
つ
詔
と
の
関
係
が
窺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
⑨

え
よ
う
。
そ
れ
故
、
宮
城
栄
昌
、
虎
尾
俊
哉
両
氏
の
指
摘
の
如
く
、
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こ
の
持
統
五
年
詔
は
体
系
性
を
も
っ
て
施
行
さ
れ
た
浄
潔
原
令
の
一

篇
、
喪
葬
令
の
第
一
条
の
式
的
機
能
を
も
っ
て
出
さ
れ
た
詔
と
考
え

ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
大
宝
令
で
は
、
　
「
非
陵
戸
令
守
七
十
年
一
替
」
と
、

令
文
中
に
非
陵
戸
者
の
交
替
に
つ
い
て
規
定
す
る
の
に
対
し
、
持
統

五
年
詔
で
も
交
替
の
年
数
こ
そ
異
な
る
が
、
陵
戸
の
不
足
を
一
般
民

戸
で
補
充
し
た
際
の
交
替
規
定
・
免
税
規
定
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
虎
尾
氏
の
如
く
、
「
『
浄
罪
原
令
』
の
中
に
は
、
前
に
引
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
ぢ
　
　
へ

し
た
『
養
老
喪
葬
令
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
規
定
が
存
在
し
、
そ
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
施
行
細
剛
と
し
て
五
年
十
月
に
前
掲
の
詔
が
発
令
さ
れ
た
」
（
傍
点

引
目
蒋
）
と
の
理
解
に
留
ま
る
限
り
、
持
統
五
年
詔
の
中
に
後
の
冷
の

内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
理
由
が
解
き
え
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
窺
い
か
え
る
と
、
持
統
五
年
置
に
は
後
の
令
文
の
内
容
が
既
に

規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
甥
御
原
喪
葬
令
第
一
条
は
大
宝
喪
葬

令
同
条
と
は
内
容
が
異
な
り
、
非
陵
戸
者
の
交
替
規
定
は
存
在
し
て

い
な
か
っ
た
疑
い
が
強
く
な
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
視
角
を
変
え
て
、
当
時
の
中
国
唐
・
朝
鮮
新
羅
の
喪
葬
令
の

規
定
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
唐
令
に
於
け
る
陵
戸
の
規
定
は
、

唐
本
拾
遺
に
は
闘
元
七
年
忌
と
し
て
次
の
よ
う
に
復
原
さ
れ
て
い
る
。

　
　
諸
諸
陵
皆
置
留
守
　
領
甲
心
々
陵
令
相
知
巡
警
　
左
右
兆
域
内
里
人
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
得
葬
埋
　
古
墳
期
不
殿

問
題
は
、
こ
の
規
定
が
果
た
し
て
何
時
頃
よ
り
設
け
ら
れ
た
か
で
あ

る
が
、
二
会
要
に
収
載
さ
れ
て
い
る
粉
骨
三
年
（
七
〇
八
）
の
太
常

博
士
唐
紹
の
上
津
の
中
に
、
「
先
代
帝
王
陵
戸
准
式
二
十
戸
」
と
、
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

脇
田
年
令
の
内
容
に
対
応
す
る
式
の
内
容
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
式

は
薩
接
に
は
垂
供
元
年
　
（
六
八
五
）
施
行
の
垂
隠
事
を
指
す
か
も
し

れ
ぬ
が
、
骨
質
式
の
編
纂
が
前
式
の
永
徽
式
に
新
た
に
計
帳
勾
無
二

式
を
加
え
る
程
度
の
部
分
酌
改
正
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
垂
供
律
令
の
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

纂
も
律
二
四
条
の
改
正
の
み
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
唐
高
宗
永

徽
二
年
（
六
五
～
）
の
頭
領
律
令
格
式
の
施
行
に
際
し
、
陵
戸
の
徴

発
等
の
細
則
規
定
が
永
徽
式
に
存
在
し
、
更
に
開
元
七
年
令
類
似
の
、

単
に
陵
戸
の
設
置
を
命
じ
る
原
則
的
規
定
か
ら
な
る
一
条
が
永
徽
喪

葬
令
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
朝
鮮
新
羅
喪
葬
令
の
該
当
条
文
の
復
原
に
移
る
と
、
三
国
統

一
を
な
し
と
げ
た
武
烈
王
が
唐
律
令
を
継
受
し
て
律
令
を
頒
布
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
が
武
烈
王
元
年
（
六
五
四
）
で
あ
る
故
、
　
そ
の
斑
前
の
六
五
一
年

施
行
の
連
騰
律
令
を
愚
輩
と
し
て
継
受
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
唐
羅

の
関
係
か
ら
も
認
め
ち
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
十
年
後
の
文
武
王

6　（6）



飛鳥浄御原律令に関する諸問題（林）

四
年
（
六
六
四
）
に
、
　
「
命
有
司
徒
民
於
諸
王
陵
盤
谷
二
十
戸
」
と

　
　
　
　
　
　
⑮

の
記
事
が
見
え
る
。
武
烈
王
令
に
喪
葬
令
の
規
定
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
は
確
実
で
あ
る
故
、
こ
の
下
命
は
唐
永
徽
令
を
継
受
し
た
た
め

に
細
則
規
定
の
無
か
っ
た
武
烈
王
喪
葬
令
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
、

永
徽
式
に
倣
っ
て
出
さ
れ
た
式
的
規
定
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

国
家
樹
立
に
貢
献
し
た
金
庚
信
の
死
に
際
し
て
も
、
　
「
定
人
民
戸
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

叢
叢
焉
」
と
、
墓
戸
の
設
置
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
、
唐
を
朝
鮮
半
島

よ
り
駆
逐
し
、
鼠
家
意
識
の
昂
揚
し
た
文
武
王
の
時
に
、
先
皇
の
陵

墓
の
整
備
を
命
じ
る
こ
の
下
命
が
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
律
令
体
綱

に
お
け
る
喪
綱
の
果
た
す
役
割
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
唐
下
調
令
、
そ
れ
を
継
受
し
た
新
羅
武

烈
王
令
共
に
、
喪
葬
令
に
於
い
て
は
単
に
陵
戸
の
設
置
を
規
定
す
る

原
則
的
規
定
が
中
心
で
、
陵
戸
の
数
或
い
は
徴
発
に
伴
う
免
税
規
定

は
、
式
或
い
は
式
的
機
能
を
も
つ
詔
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
。

　
こ
の
事
実
と
、
先
述
の
持
統
五
年
詔
か
ら
推
定
さ
れ
て
く
る
浄
御

津
喪
葬
令
の
内
容
を
照
合
す
る
と
、
興
味
あ
る
問
題
が
提
起
さ
れ
て

く
る
。
浄
雪
原
令
に
従
っ
て
出
さ
れ
た
持
統
五
年
詔
と
、
唐
永
徽
律

令
等
を
継
受
し
た
新
羅
武
烈
王
令
の
叢
叢
規
定
た
か
文
武
王
四
年
の

下
命
と
は
単
に
内
容
が
類
似
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
発
令
の
形

態
も
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
評
言
に
同
様
な
例
を
指
摘

し
て
述
べ
る
が
、
浄
御
許
喪
葬
令
も
新
羅
武
烈
王
喪
葬
令
と
ほ
ぼ
同

一
の
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
、
細
則
規
定
の
内
容
の
類
似
・
発

令
の
形
態
の
一
致
の
原
因
を
解
き
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
浄

御
影
令
に
は
大
宝
令
と
異
な
り
、
非
陵
戸
者
の
交
替
規
定
が
規
定
さ

れ
て
い
な
い
疑
い
が
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
以
上
の
軽
羅
喪
葬
令

の
内
容
と
合
わ
せ
考
え
る
時
、
浄
御
厳
喪
葬
令
本
条
が
唐
永
母
君
の

内
容
を
直
訳
的
に
継
受
し
た
結
果
、
大
宝
養
老
令
と
は
異
な
り
、
陵

戸
の
設
置
と
い
う
唐
令
に
類
似
し
た
原
則
的
規
定
に
留
ま
る
こ
と
に

な
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
浄
御
原
喪
葬
令
実
施
の
た

め
に
、
唐
永
徽
式
を
受
け
て
、
後
の
大
宝
令
の
内
容
の
一
部
を
も
含

む
式
的
機
能
を
も
つ
罰
則
規
定
が
、
持
統
五
年
詔
と
し
そ
発
令
さ
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
例
証
に
よ
っ
て
、
本
節
の
最

初
に
触
れ
た
如
く
、
　
「
准
正
」
の
扱
い
に
は
今
後
従
来
よ
り
一
層
の

慎
重
な
態
度
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

　
最
後
に
、
日
野
喪
葬
令
、
持
統
五
年
詔
、
更
に
浄
御
蓋
令
に
起
源

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
も
っ
と
言
わ
れ
る
品
部
雑
戸
を
規
定
し
た
官
員
令
別
記
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
浄
御
漂
喪
葬
想
望
一
条
の
内
容
を
推
定
し
て
お
く
。
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本
条
は
、
陵
墓
に
は
陵
戸
を
置
け
と
い
う
原
則
的
規
定
が
中
心
で
、
彼

　
等
の
徴
発
法
・
数
等
は
式
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
て
、
令
の
明
文
と
し
て

　
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
陵
戸
は
陵
守
と
墓
守
と
に
分
か

　
れ
、
そ
の
職
務
と
し
て
陵
墓
の
巡
警
が
規
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
大
宝
令
、
唐
令
と
も
に
一
致
し
て
規
定
す
る
こ
と
か
ら
、
兆
域
内

　
で
の
葬
埋
や
牛
牧
樵
採
も
本
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

①
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
（
九
八
頁
以
下
）

②
坂
本
太
郎
「
飛
鳥
浄
日
原
律
令
考
」
（
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研
究
』
下
巻

　
一
〇
頁
以
下
）

③
そ
の
他
に
は
、
大
化
改
新
詔
”
浄
御
三
令
修
飾
説
の
立
場
か
ら
、
改
新
詔
を
浄

　
葦
原
令
文
と
み
な
し
て
復
原
を
行
な
う
研
究
が
あ
る
へ
高
島
正
人
「
浄
御
原
令
諸

　
条
の
復
旧
」
（
『
立
正
史
学
』
二
九
　
一
九
六
五
）
〉
。
し
か
し
、
改
新
詔
の
取
扱
い

　
に
、
ま
だ
ま
だ
慎
重
な
態
度
が
要
求
さ
れ
る
と
思
う
の
で
、
、
層
雲
原
令
復
原
の
第

　
三
の
方
法
と
は
考
え
な
い
。

④
日
本
書
紀
の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
譜
紀
』
下
（
一
九
六
五
）

　
に
依
る
（
五
一
…
頁
）
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

⑤
狩
野
久
「
品
部
雑
戸
欄
の
再
検
討
」
（
『
史
林
』
四
三
巻
六
号
五
〇
頁
一
九
六
〇
）

⑥
延
喜
式
巻
二
一
諸
陵
寮
陵
戸
条

　
　
凡
山
陵
者
　
置
陵
芦
五
姻
令
守
之
　
有
功
臣
墓
者
　
置
墓
戸
三
姻
　
共
非
陵
墓

　
　
戸
　
差
点
令
守
者
　
先
取
近
陵
墓
戸
充
之
（
国
史
大
系
本
『
延
喜
式
』
五
五
六

　
　
頁
）

⑦
令
義
解
巻
九
喪
葬
令
先
皇
二
条
（
国
史
大
系
本
『
令
義
解
』
二
九
一
頁
）

⑧
宮
城
栄
昌
『
延
喜
式
の
研
究
史
料
編
』
（
五
二
一
頁
一
九
五
五
）

⑨
⑩
虎
尾
俊
哉
『
延
喜
式
』
　
（
一
二
頁
以
下
　
一
九
三
五
）

⑪
仁
井
田
陞
『
唐
令
黒
汗
』
　
（
八
〇
六
頁
　
一
九
一
二
三
）

⑫
　
唐
会
読
　
巻
一
二
　
二
三
号
陵

⑬
浅
井
虎
夫
『
支
那
二
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』
（
一
七
七
頁
以
下
　
一
九
　
一
）

⑭
拙
稿
「
新
羅
律
令
に
関
す
る
二
・
三
の
問
題
」
（
『
法
制
史
研
究
』
一
五
七
頁

　
一
九
六
七
）

⑮
　
三
国
史
記
　
三
六
　
新
羅
紀
六
・
文
武
王
四
年
二
月
条
（
学
習
院
東
洋
文
化
研

　
究
所
刊
行
『
三
國
史
記
』
に
依
る
。
五
四
頁
　
以
下
も
同
様
で
あ
る
。
）

⑯
　
三
国
史
記
　
巻
四
三
　
列
伝
三
・
金
灰
三
下
（
三
七
四
頁
）

⑰
　
狩
野
久
「
品
部
雑
戸
制
の
再
検
討
」
（
本
節
⑥
参
照
）
・
新
井
喜
久
夫
「
官
員
令

　
翔
記
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
六
五
号
　
　
一
九
六
二
）

⑱
全
盲
解
巻
四
職
員
令
諸
陵
司
条
古
記
所
引
別
記

　
　
古
記
云
　
鯛
記
云
　
常
陵
守
及
墓
守
　
井
八
十
四
戸
　
倭
国
丹
七
戸
　
川
内
国

　
　
辮
七
戸
　
津
国
五
戸
　
山
代
国
五
戸
　
免
調
僑
也
　
公
計
帳
文
莫
納
　
別
為
計

　
　
帳
也
　
借
陵
守
及
墓
守
井
百
五
十
戸
　
京
二
十
五
戸
　
倭
国
五
十
八
戸
　
川
内

　
　
国
五
十
七
戸
　
山
代
国
三
戸
　
伊
勢
国
三
戸
　
紀
伊
国
三
芦
　
右
件
戸
納
公
計

　
　
帳
文
　
而
記
借
陵
守
也

三
　
浄
御
三
令
の
継
受

　
浄
御
原
令
の
藍
本
に
つ
い
て
は
、
早
く
滝
川
政
次
郎
氏
が
近
江
令

と
唐
永
樹
令
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
属
も
浄
御
原
令
が
永

徽
令
に
よ
っ
た
と
い
う
確
証
を
掴
み
得
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お

　
　
　
　
　
①

ら
れ
る
如
く
、
寡
聞
に
し
て
今
迄
そ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
た
論
稿

の
存
在
す
る
の
を
聞
か
な
い
。
（
筆
者
の
不
勉
強
に
よ
っ
て
見
落
し
た
論
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飛烏浄御原律令に関する諸問題（林）

稿
の
存
在
す
る
こ
ど
を
恐
れ
る
が
。
）
だ
が
（
前
節
で
指
摘
し
た
如
く
、

唐
永
玉
楼
を
継
受
し
て
、
朝
鮮
新
羅
で
は
武
烈
王
律
令
が
定
め
ら
れ
、

臼
本
で
は
天
武
持
統
朝
に
浄
御
漏
令
が
編
纂
制
定
さ
れ
、
然
も
両
国

と
も
令
の
規
定
を
実
行
す
る
に
必
要
な
永
鳴
声
に
倣
っ
た
式
的
機
能

を
も
つ
細
則
法
と
も
言
う
べ
き
詔
・
下
命
の
実
施
さ
れ
た
こ
と
が
、

一
例
で
も
確
認
さ
れ
る
以
上
、
浄
御
原
令
の
復
原
が
非
常
に
困
難
な

今
日
で
は
、
従
来
不
明
で
あ
っ
た
浄
御
原
令
の
藍
本
が
唐
事
徽
令
で

あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
確
証
を
掴
み
得
た
と
称
し
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
聞
題
に
な
る
の
は
、
日
本
が
こ
の
永
徽
令
継
受
に
際
し
て
、

果
た
し
て
唐
か
ら
直
接
に
継
受
し
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
で

示
唆
的
な
の
は
、
以
下
の
関
晃
氏
の
見
解
で
あ
る
。
天
智
八
年
（
六

六
九
）
を
最
後
に
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
ま
で
遣
唐
使
の
派
遣
が
一
時

中
断
さ
れ
た
そ
の
期
聞
に
、
新
羅
学
問
僧
の
還
俗
の
行
な
わ
れ
る
こ

と
が
特
に
多
い
点
に
着
目
さ
れ
た
氏
は
、
　
「
唐
と
の
直
接
の
交
渉
が

杜
絶
し
て
い
た
時
期
に
、
日
鮮
関
係
が
大
陸
文
化
摂
取
の
上
に
非
常

に
大
き
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
、
　
「
こ
の
期
に
お
け
る
遣
新

羅
使
の
も
つ
文
化
史
的
意
義
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
だ
」
r

　
　
　
　
　
　
　
②

と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
浄
御
感
令
の
編
纂
開
始
が
遣
唐
使
派
遣
中
絶

の
聞
の
天
武
十
年
（
六
八
一
）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
然
新

羅
経
由
に
よ
る
律
令
継
受
の
有
無
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
な
る
ほ
ど
、
滝
川
氏
の
指
摘
の
如
く
、
大
宝
律
令
の
撰
定
に

も
関
与
し
た
唐
留
学
生
伊
吉
連
博
徳
が
、
斉
明
七
年
置
六
五
九
）
唐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
帰
朝
す
る
に
あ
た
っ
て
、
永
徽
律
令
を
齎
し
帰
っ
て
い
た
可
能

性
を
直
に
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
斉
明
七
年
か
ら

浄
群
舞
令
編
纂
開
始
ま
で
の
問
に
は
長
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
お
り
、

然
も
そ
の
間
に
は
滝
川
氏
自
身
藍
本
を
武
徳
令
と
考
え
て
お
ら
れ
る

所
謂
近
江
令
が
存
在
し
て
い
た
り
、
ま
た
律
令
体
鰯
へ
踏
出
す
大
き

な
契
機
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
壬
申
乱
と
い
う
重
大
事
件
が
勃
発
し

て
い
る
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
唐
か
ら
の
永
徽
律
令
の
直
接
継
受
を

考
え
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
や
は
り
、
新
羅
を
経
由
し
て
の
永
徽

律
令
の
間
接
継
受
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
前
節
に
て
、
喪
葬
令
と
そ
の
関
係
の
式
的
規
定
の
施
行
が
、
新
羅

で
は
六
五
四
一
六
六
四
年
、
日
本
で
は
六
八
九
－
六
九
｝
年
と
、

日
本
が
や
や
新
羅
に
お
く
れ
な
が
ら
、
と
も
に
七
世
紀
後
半
、
類
似

の
令
や
式
を
施
行
す
る
の
を
眺
め
た
。
令
と
式
が
共
に
対
応
す
る
例

は
他
に
見
当
ら
ぬ
が
、
令
だ
け
の
場
合
に
な
る
と
A
三
議
史
記
と
日

本
書
紀
等
を
比
較
す
る
と
、
岡
様
な
例
は
数
少
い
が
、
幾
つ
か
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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唐
馬
で
は
ど
の
時
期
の
令
か
ら
開
始
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、

百
官
の
弓
を
射
る
儀
式
が
雑
令
に
コ
一
月
三
日
　
九
月
九
日
　
賜
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

単
射
」
と
復
原
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
羅
で
は
武
烈
王
律
令

制
定
後
の
文
武
王
十
七
年
（
六
七
七
）
に
「
春
一
二
月
里
国
於
講
正
殿
南

門
」
と
、
国
王
の
観
射
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
聖
徳
王
三
十

年
、
興
徳
王
九
年
、
憲
康
王
五
年
と
引
続
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
が

三
国
史
記
に
見
え
る
。
四
例
中
三
例
ま
で
が
三
・
九
月
に
行
な
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
お
り
、
永
徽
雑
令
を
継
受
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
、
日
本

で
も
、
浄
御
原
令
制
定
前
の
天
武
四
年
（
六
七
五
）
正
月
に
「
公
卿
大

夫
及
百
寮
諸
人
　
初
位
以
上
射
干
西
門
庭
」
と
見
え
、
そ
の
後
も
毎

年
の
よ
う
に
天
腸
持
夏
鳥
を
逓
じ
て
正
月
中
旬
に
行
な
わ
れ
た
記
録

が
見
出
さ
れ
る
。
養
老
雑
愚
考
思
者
条
に
「
凡
大
二
者
正
月
中
旬
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

王
以
下
初
位
以
上
皆
豊
熟
　
其
儀
墨
金
禄
本
別
式
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
永
徽
雑
粉
と
は
異
な
り
、
大
恥
を
行
な
う
時
期
を
正
月
中
旬

に
独
自
に
変
更
し
な
が
ら
も
、
浄
御
原
雑
著
の
一
条
と
し
て
採
用
し

　
　
　
　
　
⑦

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
喪
葬
に
関
係
深
い
軍
－
楽
の
鼓
吹
に
つ
い
て
眺
め
て
み
る
こ
と

に
す
る
。
唐
令
で
は
、
神
西
」
園
簿
令
と
し
て
「
准
令
　
五
贔
官
婚
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

先
無
鼓
吹
　
惟
軍
官
五
器
得
四
品
鼓
吹
」
と
復
源
さ
れ
て
お
り
、
恐

ら
茜
雲
令
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
袖
更
に
・
そ
の
中
の

喪
葬
の
鼓
吹
に
つ
い
て
は
、
直
接
規
定
し
た
令
文
は
復
原
さ
れ
て
い

な
い
が
、
日
本
喪
葬
令
葬
送
具
条
に
該
当
す
る
唐
令
の
一
部
が
復
原

さ
れ
て
い
る
の
で
、
当
然
唐
喪
葬
令
に
も
鼓
吹
に
関
す
る
規
定
が
存

在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
新
羅
で
は
国
家
統
一

に
活
躍
し
た
竹
琴
信
の
文
武
王
十
三
年
（
六
七
三
）
　
の
逝
去
に
際
し

て
、
　
「
大
王
聞
計
震
働
贈
購
彩
吊
一
千
匹
租
二
千
石
以
供
喪
事
　
給

軍
楽
鼓
吹
一
百
人
　
出
願
予
行
山
原
　
命
有
司
立
碑
以
紀
功
名
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

鼓
吹
を
給
わ
っ
た
記
録
が
見
え
る
。
ま
た
日
本
で
も
、
天
武
朝
に
軍

事
に
必
要
な
鼓
吹
の
調
習
が
行
な
わ
れ
た
り
、
大
角
小
角
等
と
共
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
⑪

鼓
吹
も
兵
器
の
～
種
と
し
て
私
有
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
外
に
、
壬

申
乱
に
功
あ
っ
た
大
伴
連
管
多
の
天
武
十
二
年
（
六
八
三
）
の
麗
去
に

際
し
て
も
、
　
「
天
皇
大
運
之
則
遣
泊
二
王
而
塗
上
　
傍
挙
壬
申
年
勲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

績
及
先
祖
等
毎
時
有
功
　
以
顕
寵
賞
乃
贈
大
紫
位
　
発
鼓
吹
葬
之
」

・
と
み
え
る
。
r
共
に
各
王
権
の
確
立
に
軍
事
面
で
功
績
あ
っ
た
人
物
故
、

本
来
軍
楽
で
あ
っ
た
鼓
吹
を
も
っ
て
、
軍
礼
と
し
て
喪
葬
の
制
に
採

用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
臼
本
で
は
、
浄
稲
原
令
に
お
い
て
も
中
国
の

歯
黒
令
の
篇
倒
は
採
用
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
大
宝
喪
葬
令
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

送
黒
髪
に
、
　
「
凡
親
王
一
品
　
方
響
輪
車
各
一
具
　
鼓
一
百
面
　
大

10　（10）



i飛鳥浄御原律令に関する諸問題（林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
む

角
五
十
口
小
角
一
百
口
　
幡
四
薫
竿
　
金
鉦
遜
譲
各
二
面
　
楯
七
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

発
喪
三
日
（
後
略
）
」
　
（
本
文
、
饗
老
令
○
印
，
同
文
大
宝
令
）
と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
鼓
吹
の
欄
は
天
武
時
代
に
設
け
ら
れ
、
浄
菰
原
令
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

経
て
、
大
宝
令
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

新
羅
武
烈
王
歯
簿
令
若
し
く
は
喪
葬
令
に
規
定
さ
れ
て
い
た
鼓
吹
の

制
に
基
づ
い
て
金
慶
信
の
発
喪
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
等
に
、
影
響
を

受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
同
様
な
関
係
は
、
同
じ
喪
葬
に
際
し
て
の
墓
．
碑
に
つ
い
て

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
唐
令
拾
遺
で
は
墓
碑
の
規
定
に
つ
い
て

は
、
開
元
七
年
及
び
二
五
年
喪
葬
令
と
し
て
、
　
「
諸
碑
隅
其
文
須

実
録
　
　
不
得
濫
有
心
飾
　
　
五
品
以
上
立
碑
蠣
酋
亀
映
　
　
映
上
高
不

得
業
九
尺
　
七
品
以
上
立
隅
圭
首
方
跣
　
朕
上
高
四
尺
（
後
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
⑮

．
と
復
原
さ
れ
て
い
る
。
階
開
皇
喪
葬
令
に
も
類
似
の
内
容
の
規
定
が

存
在
し
て
い
る
の
で
、
永
遠
喪
葬
令
に
も
同
様
な
制
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
新
羅
で
は
文
献
か
ら
窺
わ

れ
る
墓
碑
の
史
料
は
前
掲
金
慶
信
の
逝
去
に
際
し
て
の
立
碑
が
認
め

ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
現
在
迄
伝
わ
る
墓
碑
の
金
石
文
の
中
に
、

六
六
一
年
建
碑
（
？
）
の
武
烈
興
野
碑
、
　
六
八
一
年
建
碑
の
文
武
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

陵
碑
、
六
九
五
年
建
碑
（
り
．
）
の
金
仁
間
墓
碑
等
が
見
受
け
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
喪
葬
令
の
継
受
の
結
果
、
七
世
紀
後
半
に
墓
碑
の
設
置

の
開
始
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
日
本
で
も
、
文
献
で
は
大
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

喪
葬
令
立
碑
条
と
し
て
、
唐
令
を
簡
略
化
し
た
形
の
、
　
「
凡
墓
宵
立

　
　
ム
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
　
　

碑
　
記
密
謀
姓
名
之
墓
」
（
本
文
、
養
老
令
　
O
印
、
同
文
大
宝
令
　
△
印
豚
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

定
同
文
大
宝
令
）
　
の
規
定
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ぬ
が
、
金
石
文
の
中
に
、
天
武
十
年
の
紀
年
銘
を
も
つ
山
名
村
碑
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

持
統
三
年
の
采
女
氏
の
榮
域
碑
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
浄
御
原
喪
葬
令

に
墓
碑
条
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
充
分
に
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
他
に
も
ま
だ
同
様
な
例
は
幾
つ
か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、

以
上
の
三
例
に
よ
っ
て
、
七
世
紀
後
半
、
時
期
を
相
前
後
し
て
新
羅

日
本
両
国
で
内
容
の
類
似
す
る
律
令
に
基
づ
く
個
捌
政
策
が
実
施
に

う
つ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
以
上
、
両
国
の
律
令
の
実
施

の
間
に
は
密
接
な
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

中
に
は
大
藩
の
儀
式
の
如
く
、
新
羅
よ
り
も
日
本
の
方
が
早
く
実
施

し
た
か
と
思
わ
れ
る
例
も
存
在
す
る
が
、
墓
碑
・
鼓
吹
・
陵
戸
と
四

例
の
う
ち
三
例
ま
で
が
新
羅
に
遅
れ
て
日
本
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
新
羅
武
烈
・
文
武
両
王
に
よ
る
律
令
体
制
の
実
施
の
様
子

を
参
酌
し
な
が
ら
、
個
別
的
に
律
令
の
継
受
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
物
語
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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然
も
、
こ
の
新
羅
で
実
施
さ
れ
て
い
る
律
令
政
策
と
対
応
す
る
よ

う
な
政
策
が
β
本
で
行
な
わ
れ
だ
す
時
期
は
、
壬
申
乱
終
了
後
に
限

定
さ
れ
る
。
こ
の
事
実
は
、
滝
川
氏
の
想
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
に
於
け
る
永
徽
律
令
の
継
受
が
壬
申
乱
後
、
積
極
的
に
行
な
わ
れ

た
こ
と
を
先
ず
意
味
し
よ
う
。
更
に
、
こ
の
よ
う
に
時
期
が
限
定
さ

れ
て
く
る
な
ら
ば
、
唐
と
の
直
接
交
渉
が
と
だ
え
て
い
る
先
述
の
国

際
交
流
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、
浄
御
原
書
は
唐
か
ら
の
直
接
継
受

で
は
な
く
、
新
羅
を
経
由
し
て
の
間
接
継
受
で
あ
る
こ
と
が
、
疑
い

な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
上
、
永
徽
律
令
を
単
に
一
度

の
遣
新
羅
使
等
を
通
し
て
継
受
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
記
の

三
例
の
指
摘
の
如
く
、
武
烈
王
令
の
実
施
の
様
子
を
参
酌
し
て
い
る

こ
と
や
、
坂
本
太
郎
氏
の
浄
御
原
令
復
原
の
成
果
を
逆
用
す
る
形
に

な
る
が
、
浄
御
原
令
の
繭
芽
と
考
え
ら
れ
る
詔
や
儀
式
が
、
壬
申
乱

後
か
ら
徐
々
に
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
従
っ
て
浄
御
運
令
の
編
纂
は
、
以
上
の
よ
う
な
遣
新
羅
使
等
を
通

じ
て
の
永
徽
律
令
の
部
分
的
継
受
を
受
け
て
、
永
徽
律
令
の
体
系
的

な
継
受
実
施
へ
の
努
力
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
新
羅
で
は
、
武
烈
王
金
春
秋
が
入
唐
し
て
唐
の
儀
礼
に
従
う
こ

と
を
請
う
た
結
果
、
真
徳
王
三
年
（
六
四
九
）
に
は
「
始
点
中
朝
衣

冠
」
・
文
武
王
四
年
（
六
六
四
）
に
は
「
下
教
婦
人
亦
服
中
傷
衣
裳
」

と
、
早
く
か
ら
唐
衣
服
令
が
継
受
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
日
本
で

は
、
天
武
十
一
年
の
固
有
の
服
制
の
一
部
停
止
の
禁
令
を
う
け
て
、

浄
御
原
論
班
賜
一
年
後
の
持
統
天
皇
四
年
四
月
に
い
た
っ
て
大
宝
衣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

服
令
の
前
身
に
あ
た
る
服
欄
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
浄
御

原
令
編
纂
の
際
の
最
終
継
受
の
一
例
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
、
制
御
原
喪
葬
鷺
洲
一
条
の
復
原
を
手
懸
り
に
、
浄
御
原
令

継
受
の
問
題
を
眺
め
て
き
た
が
、
唐
永
徽
律
令
を
新
羅
を
経
由
し
て

継
受
し
た
結
果
、
浄
御
人
里
に
は
大
宝
令
よ
り
も
む
し
ろ
唐
令
と
内

容
の
類
似
し
た
規
定
が
一
部
は
見
出
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
新
羅
の

律
令
体
欄
実
施
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
な
が
ら
、
壬
申
乱
後
唐
門
が

継
受
さ
れ
、
律
令
体
制
の
基
．
盤
が
次
第
に
築
か
れ
て
い
っ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
た
と
思
う
。

　
①
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
（
九
一
頁
）

　
②
要
証
「
遣
新
羅
使
の
文
化
史
的
意
義
」
（
『
出
梨
大
学
学
芸
学
部
紀
要
』
六
号

　
　
一
九
五
五
）

　
③
本
節
①
参
照

　
④
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
（
八
六
〇
頁
）
な
お
講
書
二
八
礼
儀
志
に
「
陪
制
大

　
　
射
祭
射
二
丁
所
用
少
牢
」
の
文
が
見
え
る
と
こ
ろ
が
ら
、
階
令
か
ら
既
に
規
定
が

　
　
あ
っ
た
可
能
性
も
充
分
に
存
在
す
る
。

　
⑤
蕪
稿
「
新
羅
律
令
に
関
す
る
二
二
瓢
の
問
題
」
（
前
節
⑭
前
掲
書
一
六
二
頁
以
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下
）

⑥
国
史
大
系
本
『
令
義
解
』
三
四
一
頁

⑦
坂
本
太
郎
「
飛
鳥
浄
御
原
律
令
考
」
（
前
節
②
前
掲
書
工
ハ
頁
）

⑧
仁
井
田
陞
『
唐
軽
輩
遣
』
（
五
【
九
頁
）

⑨
唐
会
要
巻
三
八
葬
武
徳
六
年
二
月
十
二
日
条

⑩
前
節
⑯
参
照

⑪
　

R
門
守
書
紀
・
天
津
夙
天
｛
呈
十
年
二
月
甲
午
条
（
四
四
六
頁
）
　
・
同
一
十
－
四
【
年
十
一
月

　
丙
午
条
（
四
七
二
頁
）

⑫
日
本
書
紀
・
天
武
天
皇
十
二
年
六
月
己
二
条
（
四
五
八
頁
）

⑬
国
史
大
系
本
『
令
義
解
』
二
九
三
頁
以
下

⑭
滝
川
政
次
郎
「
令
の
喪
葬
と
方
網
氏
」
（
『
日
本
上
古
史
研
究
』
四
巻
一
号
一

　
九
六
〇
）

⑮
仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』
（
八
三
二
頁
）

⑯
朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
（
一
九
一
九
）
等
に
よ
る
。

⑰
国
史
大
系
本
『
令
義
解
』
二
九
四
頁
。

⑱
　
辛
巳
歳
集
月
三
日
記
」
佐
野
三
家
定
賜
健
守
命
孫
黒
売
刀
自
、
此
」
新
川
臣
児

　
扇
頭
≧
長
足
辺
孫
大
児
臣
、
婆
三
児
」
長
利
僧
母
三
門
文
也
、
放
光
寺
僧
」
（
『
寧

　
楽
遺
文
』
下
巻
九
六
四
頁
）

⑲
飛
鳥
三
原
大
朝
庭
大
弁
」
官
直
大
弐
采
女
竹
良
卿
所
請
」
造
墓
所
、
形
浦
山
地

　
四
千
」
代
、
他
人
二
上
殿
木
犯
載
」
傍
地
也
、
」
己
丑
年
十
二
月
廿
五
日
」
　
（
『
寧

　
楽
遺
文
』
下
巻
九
六
五
頁
）

⑳
　
猪
熊
兼
繁
『
古
代
の
服
飾
』
　
（
一
一
九
頁
以
下
　
一
九
六
二
）

四
　
浄
三
原
律
令
編
纂
の
契
機

次
に
浄
野
原
律
令
が
天
武
十
年
に
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
契
機
、
特

に
そ
の
国
際
的
契
機
に
つ
い
て
の
考
察
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ

に
は
、
先
に
当
時
の
内
外
清
勢
を
眺
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
所
謂
近
江
令
の
施
行
、
そ
れ
に
、
伴
う
庚
午
年
籍
に
よ
る
編
戸
に
代

表
さ
れ
る
天
智
朝
の
初
期
律
令
政
策
は
、
朝
鮮
半
島
全
域
の
支
配
を

狙
う
唐
新
羅
連
合
軍
と
の
百
済
の
役
が
天
智
七
年
の
白
村
江
の
敗
戦

に
終
っ
た
為
、
早
く
も
破
綻
の
危
機
を
包
摂
し
て
い
た
。
こ
の
国
際

関
係
の
緊
迫
に
対
応
す
る
た
め
に
、
外
敵
の
侵
入
の
防
備
に
腐
心
せ

ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
西
国
へ
の
過
重
な
催
役
の
微
発
等
に
み
ら
れ

る
専
制
支
配
の
強
化
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
の
中
央
集
権
の
よ

り
強
固
な
侵
透
は
、
旧
園
土
層
に
代
褒
さ
れ
る
伝
統
的
な
地
方
社
会

秩
序
の
反
発
を
招
か
ず
に
は
お
か
ず
、
初
期
律
令
支
配
体
制
の
脆
弱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

性
を
露
乱
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
点
で
、
皇
位
継
承
を
直

接
の
原
因
と
し
て
発
生
し
た
壬
申
乱
に
圧
倒
的
な
勝
利
を
収
め
た
天

武
天
皇
は
、
当
初
か
ら
以
上
の
よ
う
な
初
期
律
令
支
配
体
制
の
矛
盾

を
解
決
す
べ
き
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
従
っ
て
、
天
李
朝
の
政
策
は
、
壬
申
乱
を
勝
抜
く
こ
と
を
可
能
な

ら
し
め
た
強
力
な
軍
事
力
を
背
景
に
、
旧
豪
族
層
の
勢
力
を
削
減
し

つ
つ
、
彼
等
を
律
令
官
人
層
に
金
面
的
に
改
編
繰
入
れ
る
よ
う
に
努

め
る
と
と
も
に
、
彼
等
を
支
配
す
る
た
め
に
皇
親
政
治
を
行
な
っ
て
、

13 （13）
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天
皇
を
頂
点
と
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
確
立
を
図
る
一
方
、
旧
豪
族

と
の
関
係
を
た
ち
き
り
、
公
民
と
し
て
人
民
の
直
接
的
支
配
を
目
指

す
一
連
の
諸
政
策
を
打
ち
だ
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
部
曲
の
廃
止
か

ら
考
選
制
の
確
立
、
食
気
の
収
公
、
八
色
の
姓
制
の
成
立
、
冠
．
隙
鯛

度
の
整
備
に
い
た
る
諸
政
策
は
、
天
武
朝
施
政
の
最
重
点
が
豪
族
統

制
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
そ
う
。

　
一
方
、
当
時
の
海
外
情
勢
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
我
国
の
外
交
政

　
　
　
　
②

策
を
眺
め
て
み
る
　
（
表
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
）
　
と
、
臼
本
軍
を
白

村
江
で
破
り
優
位
を
占
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
は
対
新
羅
∴
局

旬
麗
政
策
の
た
め
に
、
天
智
三
年
唐
使
を
派
遣
し
て
、
威
嚇
的
性
格



飛鳥一助原律令に関する諸問題（林）

を
秘
め
な
が
ら
も
和
親
政
策
を
と
っ
て
き
た
。
そ
し
て
背
後
を
切
断

し
て
お
い
て
、
天
智
七
年
に
は
、
百
済
に
続
い
て
高
句
麗
を
も
唐
は

亡
し
、
こ
こ
に
新
羅
の
み
が
唐
と
の
刷
封
体
制
を
保
持
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
年
に
新
羅
が
著
明
二
年
以
来
十
工
年
振
り
に
、
表
面

上
は
旧
態
の
貢
調
関
係
の
延
長
と
い
う
形
で
新
羅
使
を
派
遣
し
、
我

国
も
唐
へ
高
句
麗
の
平
定
を
賀
す
遣
唐
使
を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、

新
羅
使
に
応
え
て
遣
新
羅
使
を
遣
す
な
ど
、
急
に
外
交
使
節
の
往
来

が
唐
羅
臼
を
め
ぐ
っ
て
頻
繁
に
な
る
。
新
羅
が
国
家
の
体
面
を
忍
ん

で
も
日
本
に
貢
調
の
形
を
と
っ
た
の
は
、
唐
と
比
較
的
友
好
関
係
に

あ
っ
た
日
本
の
背
後
か
ら
か
け
て
く
る
圧
力
を
緩
和
す
る
こ
と
に
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

的
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
日
本
に
と
っ
て
も
、
白
村
江
の
勝

利
の
こ
と
な
ど
関
係
な
く
、
新
羅
が
貢
調
の
形
で
友
好
関
係
を
求
め

て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
旧
来
の
関
係
を
復
活
さ
せ
た
が
、
新
羅
の

背
後
に
あ
る
唐
の
存
在
を
常
に
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時

期
は
、
唐
の
武
力
と
い
う
威
圧
の
前
に
は
、
新
羅
と
日
本
と
は
紺
抗

意
識
は
勿
論
抱
き
な
が
ら
も
、
出
馬
索
制
の
た
め
に
、
少
な
く
と
も

表
面
的
に
は
友
好
関
係
を
再
開
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
天
武
年
間
に
入
る
と
、
高
句
麗
遺
民
の
反
乱
、
そ
れ

を
背
後
で
援
助
し
て
い
た
新
羅
の
旧
百
済
領
の
占
領
は
、
従
来
の
唐

ー
ー
新
羅
の
棚
封
体
制
の
動
揺
を
き
た
し
、
唐
の
新
羅
出
兵
を
招
い

た
。
だ
が
新
羅
軍
の
抵
抗
も
あ
っ
て
、
そ
の
征
討
が
充
分
成
功
を
収
め

な
い
う
ち
に
新
羅
文
武
王
の
謝
罪
も
あ
り
、
唐
は
新
羅
と
の
制
浮
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

制
の
匪
正
に
満
足
し
て
、
旧
態
に
再
び
復
さ
れ
た
。
新
羅
は
こ
の
時

期
、
前
代
と
同
様
、
頻
々
と
新
羅
使
を
派
遣
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ

は
唐
の
和
親
政
策
に
対
応
す
る
日
本
の
行
動
を
警
戒
し
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
ま
た
新
羅
の
送
使
に
付
添
わ
れ
て
高
句
麗
遺
民
か
ら
な
る

高
句
麗
使
が
来
朝
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
新
羅
の
勢
力
下
に
入
り
な

が
ら
も
、
高
句
麗
の
残
存
勢
力
が
新
羅
に
対
抗
し
て
日
本
に
修
交
を

求
め
た
も
の
で
あ
り
、
支
配
体
制
の
安
定
し
て
い
な
い
新
羅
も
、
高

句
麗
の
対
外
活
動
を
認
め
な
が
ら
送
使
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
種
の
統
制
策
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
も

天
武
四
・
五
年
と
連
続
し
て
遣
新
羅
使
を
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
新

羅
使
へ
の
答
礼
を
兼
ね
な
が
ら
、
朝
鮮
半
島
の
緊
迫
し
た
情
勢
を
自

己
の
目
で
確
認
す
る
こ
と
に
、
真
の
図
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
期
で
一
番
注
目
ざ
れ
る
問
題
は
、
天
智
八
年
の

賀
高
句
麗
平
定
使
の
派
遣
を
最
後
に
、
以
後
大
宝
二
年
ま
で
遣
唐
使

の
派
遣
が
中
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
単
な
る
不
規
則
交

15　（15）



渉
の
中
断
期
の
一
つ
と
し
て
片
付
け
る
に
は
、
中
断
期
間
が
長
す
ぎ

よ
う
。
背
後
に
、
複
雑
な
国
際
情
勢
が
闘
魂
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
顧
に
つ
い
て
は
従
来
全
く
論

及
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
筆
老
自
身
確
証
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、

度
重
な
る
唐
か
ら
の
威
嚇
的
性
格
を
帯
び
た
唐
使
の
来
朝
、
新
羅
へ

の
唐
墨
の
出
兵
と
い
う
菓
ア
ジ
ア
世
界
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
下
、
化

外
慕
礼
の
国
か
ら
の
蕃
客
、
即
ち
日
本
の
主
体
的
な
使
節
の
派
遣
と

い
う
従
来
の
臼
木
の
唐
帝
国
内
に
於
け
る
位
置
が
認
め
ら
れ
ず
、
中

国
の
刷
封
体
制
へ
の
参
加
を
要
求
さ
れ
る
危
険
性
が
窺
わ
れ
た
た
め

に
、
当
時
の
遣
唐
使
の
も
っ
て
い
た
文
化
史
的
意
義
等
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
ら
使
節
の
派
遣
を
中
断
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
想
像

の
域
を
出
な
い
が
、
一
憶
説
を
提
署
し
て
お
く
。

　
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
半
島
を
中
心
に
目
ま
ぐ
る
し
く
動
い
て
い
た
東

ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
は
、
天
武
六
年
（
六
七
七
）
又
も
や
急
変
し
た
。

新
羅
が
前
年
旧
百
済
領
を
併
合
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
は
武
力

鋼
紺
に
失
、
著
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
餐
め
る
こ
と
無
く
、
逆

に
朝
鮮
半
島
の
直
接
支
配
を
放
棄
し
、
大
同
江
以
南
の
朝
鮮
半
島
の

全
域
の
領
有
を
新
羅
に
認
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
新
羅
に
よ

る
朝
鮮
半
島
の
統
一
が
完
成
し
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
唐
の
圧
迫

に
対
抗
し
う
る
だ
け
の
軍
事
力
を
保
有
す
る
に
い
た
っ
た
新
羅
の
律

令
体
制
の
進
展
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
朝

鮮
半
島
全
域
を
新
羅
一
国
が
代
表
し
て
唐
王
朝
の
捌
封
体
制
に
参
加

す
る
と
い
う
形
が
完
成
し
、
そ
の
後
の
両
国
の
関
係
は
ま
す
ま
す
密

　
　
　
⑥

接
化
す
る
。
唐
へ
の
遣
使
は
以
前
よ
り
頻
繁
に
行
な
う
し
、
新
羅
王

の
交
替
掠
に
捌
封
を
新
た
に
受
け
る
の
も
、
そ
の
一
嘗
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
時
期
の
新
羅
は
、
相
変
ら
ず
頻
繁
に
日
本
へ
新
羅
使
の
遣
使

を
続
け
て
い
る
。
新
た
な
請
隠
遊
と
い
う
形
で
の
派
遣
も
、
今
迄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

新
羅
使
の
性
格
と
さ
ほ
ど
大
差
な
く
、
日
本
と
の
衝
突
を
避
け
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
、
基
本
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
日
本

も
、
当
時
の
国
際
情
勢
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
、
新
羅
と
の
友
好

関
係
を
継
続
す
る
一
方
、
遣
唐
使
の
派
遣
の
中
断
を
延
長
し
て
い
く

理
由
に
は
、
対
唐
警
戒
策
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
新
羅
の
朝
鮮

半
島
の
統
一
、
唐
の
そ
の
承
認
と
い
う
新
情
勢
が
当
然
加
味
し
て
い

よ
う
。
か
つ
て
日
本
は
新
羅
使
に
伴
わ
れ
て
唐
へ
参
朝
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
新
羅
と
日
本
は
一
旦
武
力
で
対
抗
し
う
る
だ
け
の
力
を

備
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
新
羅
が
更
に
武
力
で
唐
と
対
抗
し
う

る
だ
け
の
国
家
体
制
を
急
速
に
つ
く
り
あ
げ
、
一
方
で
は
唐
と
の
関

係
を
緊
密
に
続
け
て
い
る
。
新
羅
使
或
い
は
遣
新
羅
使
を
通
じ
て
、

16　（16）
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こ
の
唐
と
結
合
し
た
新
羅
の
様
子
を
知
っ
た
支
配
暦
が
、
他
方
で
は

相
も
変
ら
ず
表
面
的
に
は
貢
調
・
請
政
と
い
っ
た
服
従
の
形
態
を
と

り
つ
つ
使
節
を
派
遣
し
て
く
る
新
羅
へ
の
対
抗
と
い
う
強
烈
な
国
家

意
識
を
感
じ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
遣
唐
使

派
遣
中
断
が
こ
の
後
も
延
長
さ
れ
て
い
く
理
由
は
、
単
に
対
唐
警
戒

策
だ
け
で
は
な
く
、
唐
－
日
本
の
関
係
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
た

め
に
、
新
羅
と
の
唐
帝
国
に
於
け
る
国
際
的
位
置
の
競
争
に
打
ち
勝

つ
た
め
の
、
充
分
な
国
家
体
制
を
先
ず
打
ち
た
て
る
必
要
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
う
支
配
層
の
国
際
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
が
天
武
天
皇
が
即
位
し
て
以
来
、
十
年
前
後
ま
で
の
内
外
の

政
治
情
勢
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
、
天
武
十
年
二
月
に
律

令
法
式
の
改
定
の
詔
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
編
纂
開
始
の
契

機
と
な
っ
た
国
内
事
情
は
、
八
木
三
民
の
指
摘
の
如
く
、
中
央
政
府
権

力
が
軍
事
力
の
拡
充
を
背
景
に
絶
大
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
旧
豪
族

層
を
律
令
官
人
鷹
に
全
面
的
に
改
編
し
、
民
衆
の
直
接
的
支
配
を
徹

底
せ
し
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
天
武
朝
の
政
治
権
力
の
発
展

と
充
実
が
、
所
謂
近
江
令
や
個
々
の
律
令
藤
壷
法
令
の
集
積
の
上
に

立
っ
て
い
た
従
来
の
支
配
秩
序
を
体
系
化
な
ら
し
め
る
律
令
法
典
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

編
纂
を
着
手
せ
し
め
る
基
盤
を
生
み
だ
し
た
と
言
え
よ
う
。
更
に
基

本
的
な
原
因
を
追
求
す
る
な
ら
ば
、
農
業
共
同
体
の
変
質
に
伴
い
、

家
父
長
的
個
別
経
営
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
、
対
応
し
き
れ

な
く
な
っ
た
旧
国
造
層
に
代
っ
て
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
国
家
権
力

が
、
そ
の
よ
う
な
家
父
長
崎
個
別
経
営
の
方
向
を
阻
止
す
る
た
め
に
、

共
同
体
的
機
能
を
殆
ん
ど
認
め
ず
に
個
別
人
身
支
配
に
よ
っ
て
収
奪

を
行
な
う
律
令
体
制
を
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す

　
　
　
　
　
　
⑩

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
原
因

で
は
、
天
武
十
年
導
い
た
っ
て
何
故
律
令
改
定
の
詔
が
出
さ
れ
た
か

と
い
う
問
題
の
直
接
の
解
決
に
は
充
分
で
は
な
い
。
草
壁
皇
子
の
立

太
子
に
か
ら
む
政
情
の
不
安
定
も
そ
の
一
つ
の
契
機
に
挙
げ
ら
れ
る

か
も
し
れ
ぬ
が
、
従
来
見
逃
さ
れ
て
い
た
要
素
と
し
て
、
今
ま
で
触

れ
て
き
た
七
世
紀
後
半
の
国
際
的
緊
張
関
係
に
基
づ
く
副
次
的
原
因

を
見
逃
す
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
天
武
六
年
、
唐
か
ら
朝
鮮
半
島
の
領
有
権
が
承
認
さ
れ
る
と
、
新
羅

は
唐
の
刷
無
体
舗
内
と
い
う
制
約
は
存
在
す
る
に
せ
よ
、
地
方
制
度

の
整
備
・
官
僚
機
構
の
確
立
を
通
じ
て
人
民
支
配
機
構
を
打
ち
た
て
、

急
速
に
国
家
体
制
を
安
定
化
し
、
八
世
紀
前
葉
に
は
律
令
法
治
体
制

に
基
づ
き
、
全
盛
期
を
迎
え
よ
う
と
す
る
。
ま
た
持
統
三
年
五
月
甲

戌
紀
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
対
外
的
に
も
自
立
化
の
方
向
を
た
ど
う

ユ7　（17）



う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
の
動
き
に
対
し
て
、
日
本
も
以
前
か

ら
の
被
朝
貢
国
ど
い
う
表
面
的
な
新
羅
に
対
す
る
優
位
に
満
足
す
る

こ
と
な
く
、
国
家
腰
綱
の
面
で
も
、
唐
の
圧
迫
を
は
ね
返
し
た
新
羅

に
対
抗
し
う
る
だ
け
の
法
治
体
制
の
急
速
な
整
備
を
必
要
と
す
る
意

識
が
支
配
層
に
起
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、

新
羅
の
隆
盛
の
基
を
築
き
あ
げ
た
一
因
が
武
烈
王
の
舗
干
し
た
律
令

に
基
づ
く
法
治
体
制
で
あ
る
こ
と
に
刺
激
を
受
け
、
唐
か
ら
律
令
を

直
接
継
受
す
る
こ
と
は
難
点
が
あ
っ
た
の
で
、
従
来
新
羅
の
律
令
体

制
の
個
々
別
の
運
営
の
様
子
を
参
照
し
な
が
ら
個
別
的
に
継
受
し
て

い
た
の
を
改
め
、
外
交
関
係
の
訪
っ
た
新
羅
を
経
由
し
て
唐
永
徽
律

令
の
体
系
的
な
継
受
を
は
か
り
、
律
令
法
灘
酒
の
編
纂
を
通
じ
て
の
支

配
秩
序
の
確
立
を
目
指
そ
う
と
し
て
、
浄
御
三
律
令
の
編
纂
に
着
乎

せ
し
め
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
七
世
紀
後

半
の
東
ア
ジ
ア
世
界
を
取
り
ま
い
て
い
た
緊
張
関
係
を
切
り
抜
け
、

朝
鮮
半
島
の
領
有
権
を
唐
に
承
認
さ
せ
た
新
羅
に
対
す
る
支
配
層

－
律
令
貴
族
i
の
国
家
意
識
の
自
覚
が
、
頑
強
原
律
令
編
纂
開

始
に
大
い
に
与
っ
た
副
次
的
原
因
で
あ
る
と
断
定
で
き
よ
う
。
然
も
、

新
羅
の
朝
鮮
半
島
統
一
の
し
ら
せ
が
朝
廷
に
入
っ
た
の
が
天
武
八
年

正
月
以
降
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
編
纂
開
始
の
国
際
的

契
機
の
存
在
を
裏
付
け
よ
う
。
こ
の
時
期
に
同
じ
よ
う
に
国
史
の
編

纂
が
開
始
さ
れ
る
理
由
も
、
ま
さ
し
く
律
令
編
纂
着
手
の
場
合
と
同

の
契
機
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

一
①
　
井
上
光
貞
「
壬
申
の
乱
」
（
　
九
六
五
年
発
表
　
後
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』

　
所
収
四
八
八
頁
以
下
）

②
以
下
の
唐
新
羅
の
行
動
の
記
述
に
は
、
池
内
宏
「
百
済
滅
亡
後
の
動
乱
及
び
唐

　
　
・
羅
・
日
三
国
の
関
係
」
　
「
高
句
麗
滅
亡
後
の
遺
民
の
叛
乱
及
び
唐
と
新
羅
と
の

　
関
係
」
（
一
九
三
四
・
一
九
三
〇
年
発
表
　
後
『
満
鮮
史
研
究
駈
上
世
第
二
冊
所
収
）

　
並
び
に
西
嶋
定
生
「
六
－
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
（
『
日
本
歴
史
恥
古
代
二
　
一
九

　
　
六
二
）
に
負
う
所
が
大
き
い
。

　
③
今
西
龍
「
新
羅
史
通
説
」
（
一
九
一
五
～
一
八
未
定
稿
後
『
新
羅
史
研
究
』

　
所
収
六
七
頁
）

　
④
西
嶋
定
生
「
六
i
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
（
本
節
②
前
掲
書
二
六
五
頁
）

⑤
鈴
木
黒
斑
「
百
済
救
援
の
役
後
の
百
済
お
よ
び
高
句
麗
の
使
に
つ
い
て
」
（
『
日

　
本
歴
史
』
二
四
一
畳
四
～
頁
　
　
一
九
六
八
）

　
⑥
西
嶋
定
生
「
六
－
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
」
（
本
節
②
前
掲
書
二
六
六
頁
）

⑦
鈴
木
靖
魁
「
七
世
紀
末
に
お
け
る
日
羅
関
係
の
一
斑
一
新
山
導
の
「
諮
政
」

　
　
に
つ
い
て
一
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
会
報
』
～
○
号
　
一
九
六
六
）

⑧
前
川
明
久
氏
も
第
七
節
で
言
及
す
る
石
偲
田
正
氏
の
示
唆
に
従
っ
て
、
遣
新
羅

　
語
派
遺
の
意
義
と
租
的
を
、
　
「
今
後
、
唐
と
の
交
渉
を
重
ね
て
ゆ
く
場
合
に
も
天

　
武
・
持
統
朝
の
官
人
が
居
と
新
羅
と
の
関
係
を
モ
デ
ル
と
し
て
日
本
の
唐
に
対
す

　
　
る
国
際
的
地
位
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
」
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
〈
「
日

　
本
古
代
年
号
使
用
の
史
的
意
義
」
（
『
日
本
歴
史
』
一
度
二
号
五
五
頁
一
九
六
八
〉

⑨
八
木
充
『
律
令
国
家
成
立
過
程
の
研
究
』
（
三
八
八
頁
一
九
六
八
）

⑩
門
脇
禎
二
・
甘
粕
健
『
古
代
専
制
国
家
』
（
体
系
・
臼
本
歴
史
1
二
三
三
頁

　
以
下
　
｝
九
六
七
）
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飛鳥浄御原律令に関する諸問題（林）

五
　
浄
三
原
（
律
）
令
の
編
纂
過
程

　
如
上
の
国
内
的
国
際
的
契
機
の
下
、
律
令
の
編
纂
が
天
武
十
年
に

開
始
さ
れ
た
が
、
次
に
そ
の
後
の
撰
定
の
経
過
を
眺
め
て
い
き
た
い
。

日
本
書
紀
・
天
武
天
皇
十
一
年
八
月
壬
戌
朔
条
に
「
令
親
王
以
下
及

諸
臣
各
傅
農
法
式
応
用
之
事
」
、
　
更
に
同
年
八
月
丙
寅
条
に
「
造
法

令
殿
内
有
大
虹
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
武
十
一
年
八
月
目
は
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
だ
編
纂
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
一
般
に
天
武
十

四
年
正
月
丁
年
条
に
み
え
る
爵
位
之
号
の
改
正
の
記
事
を
も
っ
て
、

浄
御
包
令
の
一
部
施
行
と
み
、
そ
の
た
め
に
は
浄
御
突
指
の
編
纂
の

完
成
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
こ
の
時
期
以
前
に
令
の
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

纂
は
完
了
し
て
い
た
と
看
倣
す
の
が
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

見
解
に
対
し
て
は
青
木
和
夫
・
石
尾
芳
久
両
氏
の
批
判
が
あ
る
よ
う

に
、
前
記
の
記
事
を
も
っ
て
必
ず
し
も
全
面
的
な
編
纂
完
成
と
認
め

る
必
要
は
無
く
、
そ
の
編
纂
過
程
に
於
い
て
令
の
基
本
部
分
た
る
官

位
令
の
撰
定
が
終
了
し
た
の
を
機
会
に
、
氏
族
を
安
堵
さ
せ
る
た
め

に
、
先
ず
従
来
の
官
位
と
今
回
の
律
令
改
定
の
基
本
を
な
す
官
位
と

の
関
係
を
示
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
詔
勅
と
し
て
班
謝
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
墓
実
ト
天
武
晩
年
に
実
施
さ
れ
た
政
策
を
仔
細
に
検
討
し
て
も
、

そ
の
時
期
に
浄
御
原
口
の
編
纂
が
終
了
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は

困
難
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
天
武
十
年
四
月
の
禁
式
九
十
二
条
の
制
定

を
始
め
と
し
て
、
十
二
年
十
月
の
八
色
姓
制
、
十
四
年
正
月
の
新
位

階
舗
定
斎
と
、
官
入
統
制
の
諸
法
令
が
次
々
と
発
布
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
人
民
統
綱
の
法
的
措
置
は
体
系
だ
っ
た
形
で
は
取
ら
れ
て
お

ら
ず
、
い
ま
だ
不
充
分
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
一
方
で
は
、
十

三
年
閏
四
月
に
文
武
宜
に
兵
馬
の
整
備
を
令
じ
、
翌
年
九
月
に
は
そ

の
詔
に
基
づ
い
て
民
間
の
武
器
を
調
査
し
て
お
り
、
更
に
同
月
に
は

使
を
派
遣
し
て
地
方
の
「
消
息
」
を
巡
察
さ
せ
て
お
り
、
ま
た
十
一

月
に
は
民
間
の
武
羅
の
私
有
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
措

置
が
単
に
朝
廷
の
豪
族
に
対
す
る
軍
李
的
優
越
性
を
確
立
し
よ
う
と

す
る
性
格
だ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
十
三
年
に
は
尾
張
等
の
四

国
へ
の
調
役
の
半
減
、
十
四
年
七
月
に
は
東
国
の
有
位
老
へ
の
課
役

免
等
と
、
対
東
国
政
策
が
し
き
り
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
東
国
へ
の

重
点
的
な
テ
コ
入
れ
政
策
や
民
間
の
武
器
の
再
点
検
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ほ
ど
、
政
界
に
不
穏
な
状
態
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

そ
の
原
因
は
判
明
し
が
た
い
が
、
草
壁
皇
子
と
大
津
皇
子
と
の
皇
位

継
承
を
め
ぐ
る
微
妙
な
対
山
払
に
加
え
て
、
天
武
天
皇
の
十
四
年
九
月
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の
発
病
、
朱
鳥
元
年
五
月
の
再
度
の
発
病
の
事
態
が
、
政
界
の
不
安

を
一
層
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
不
穏
な
空

気
の
中
で
、
果
た
し
て
陪
臣
厳
令
の
編
纂
が
完
成
し
て
い
た
と
雷
え

る
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
既
に
完
成
し
て
い
た
な
ら
ば
、
天

武
天
皇
の
再
度
の
発
病
以
来
、
逝
去
ま
で
に
は
四
ヵ
月
と
い
う
期
間

が
あ
る
の
で
、
天
武
天
皇
の
治
績
を
高
め
ん
が
た
め
に
も
、
何
故
施

行
の
命
令
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
天
武
天

皇
の
存
世
中
に
浄
御
蒲
令
の
「
部
が
撰
定
終
了
し
て
い
た
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
も
、
編
纂
全
体
の
完
成
ま
で
に
は
進
展
し
て
い
な
か
っ
た

と
結
論
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
放
、
天
武
十
四
年
の
爵
位
尊
号
の

改
正
は
、
不
穏
な
政
惰
を
鎮
め
る
た
め
に
、
撰
定
途
⊥
の
浄
御
原
町

の
中
か
ら
既
に
出
き
あ
が
っ
て
い
た
官
位
令
の
部
分
を
詔
勅
と
し
て
、

急
遽
施
行
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
天
武
天
皇
が
結
局
朱
鳥
元
年
逝
去
す
る
と
と
も
に
、
政
局
の

緊
張
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
天

武
沃
皇
の
皇
后
、
鶉
野
、
後
の
持
統
天
皇
の
陰
謀
の
疑
い
が
濃
厚
な

謀
反
事
件
の
嫌
疑
を
受
け
て
、
大
津
皇
子
が
即
刻
死
刑
に
処
せ
ら
れ

た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
不
穏
な
空
気
は
一
掃
さ
れ
、
鶴
野
皇
后
の
下

に
全
轟
轟
が
結
集
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
後
、
天
武
天
皇
の
埋
葬

が
終
了
す
る
持
統
二
年
十
一
月
ま
で
、
日
本
譲
紀
は
長
期
問
に
わ
た

っ
て
壮
大
に
営
ま
れ
た
葬
儀
の
模
様
を
伝
え
る
。
こ
の
葬
儀
の
中
心

を
な
す
諸
臣
の
訣
を
奏
上
す
る
行
為
は
、
宮
廷
官
僚
及
び
氏
族
の
長

の
立
場
か
ら
忠
誠
を
誓
う
も
の
で
、
政
治
的
意
味
の
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
は
、
大
方
の
人
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
く
し
て
政
界
の

動
揺
は
と
り
し
ず
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
は
他

の
行
政
事
務
自
体
書
紀
に
何
等
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
考
え

て
も
、
編
纂
作
業
は
｛
時
中
止
、
或
い
は
細
々
と
続
け
ら
れ
て
い
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
天
武
天
皇
の
葬
儀
が
終
了
し
た
後
、
律
令
編
纂
作
業
は
他
の
行
政

と
嗣
様
、
再
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
直
後
の
持
統
三
年
四
月
、

皇
位
継
承
予
定
の
草
壁
皇
子
が
急
逝
し
、
皇
位
継
承
の
適
任
者
の
存

在
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
か
、
鶴
野
皇
盾
は
後
継
者
が
育

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
ま
で
の
闘
、
皇
位
を
嗣
ぐ
決
心
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う

な
経
過
の
中
で
、
持
統
三
年
六
月
、
律
に
つ
い
て
は
何
等
触
れ
る
こ

と
な
し
に
、
雲
影
謹
製
　
部
二
十
二
巻
が
諸
司
に
「
班
賜
」
さ
れ
た

　
　
　
⑦

の
で
あ
る
。

　
既
に
見
た
如
く
、
天
武
末
年
ま
で
に
令
の
編
纂
が
全
面
的
に
完
成
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し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
持
統
二
年
十
一
月
以
前
の
段

階
で
の
編
纂
の
完
了
の
可
能
性
も
考
え
な
い
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
持
統
二
年
十
一
月
以
降
、
然
も
そ
の
聞
に
草
壁
皇
子
の
死

亡
ど
い
う
突
発
事
件
を
は
さ
ん
で
、
持
統
三
年
六
月
ま
で
の
短
期
間

に
、
そ
れ
迄
の
撰
定
の
成
果
を
受
け
継
い
で
、
編
纂
が
完
成
し
た
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
編
纂
を
急
い
だ
理
由
は
、
鵬
野
皇
盾

の
施
政
の
使
命
が
天
武
天
皇
の
行
政
の
忠
実
な
継
承
発
展
に
あ
っ
た

こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
天
武
天
皇
の
後
継
者
と
し
て
の
自
己
の
地

位
を
律
令
官
人
層
に
承
認
さ
せ
る
最
良
の
方
法
と
し
て
、
天
武
天
皇

の
遺
し
た
最
大
の
仕
事
で
あ
る
律
令
の
編
纂
を
当
初
の
目
標
に
掲
げ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
に
依
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
鵬
野
皇
后
を
取
り
ま
く
政
治
情
勢
が
急
な
令
の
み
の
班
賜
を
も

た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
急
速
に
編
纂
が
完
了
に
ま
で
い
た
っ
た
近
廻
原
令
の
中
に
は
、

我
国
の
圏
情
に
合
わ
せ
て
華
甲
の
内
容
を
変
更
し
て
規
定
さ
れ
た
条

文
だ
け
で
な
く
、
後
の
大
宝
令
よ
り
唐
令
に
類
似
し
た
基
本
構
造
を

と
る
条
文
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
第
二
節
で
既
述
し
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

平
野
邦
雄
氏
の
歳
役
の
研
究
、
宮
本
救
氏
の
早
々
の
研
究
に
於
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
注
①
）

復
原
さ
れ
た
浄
御
冷
令
も
、
大
宝
令
よ
り
雲
泥
に
近
い
構
造
を
も
つ
。

ま
た
言
う
迄
も
な
い
が
、
唐
令
に
類
似
し
た
条
文
が
、
浄
御
原
令
か
ら

大
宝
令
へ
と
引
き
つ
が
れ
て
い
る
例
は
多
数
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
字
句
は
β
本
の
国
情
に
従
っ
た
用
語
を
採
用
し
な

が
ら
も
、
内
容
の
骨
子
は
唐
令
の
規
定
の
基
本
構
造
を
留
め
る
条
文

の
存
在
は
、
唐
令
の
直
訳
的
な
継
受
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
そ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
聞
題
を
当
時
の
律
令
編
纂
者
の
検
討
を
通
じ
て
考

察
を
行
な
っ
て
み
る
。
滝
川
政
次
郎
氏
は
大
津
皇
子
・
粟
田
真
人
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

伊
吉
連
博
徳
・
中
臣
大
島
・
平
群
子
首
の
五
名
を
想
定
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
編
纂
の
中
心
人
物
と
考
え
ら
れ
る
伊
吉
連
博
徳
が
唱
導
律
令
を

自
ら
持
参
し
て
帰
国
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
が
あ
り
、
遣
新
羅

使
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
第
三
節
で
見

た
所
で
あ
る
。
彼
等
が
個
々
別
に
継
受
し
て
き
た
律
令
諸
政
策
を
、

我
国
の
国
情
に
合
わ
せ
て
取
捨
選
択
し
な
が
ら
実
施
に
う
つ
す
際
に

功
あ
っ
た
人
物
と
し
て
は
、
滝
川
氏
が
指
摘
さ
れ
た
五
人
も
含
ま
れ

よ
う
。
し
か
し
、
持
統
二
・
三
年
の
恐
ら
く
唐
令
を
参
酌
し
て
の
急

速
な
浄
御
筆
令
の
編
纂
に
際
し
て
は
、
勿
論
謀
反
事
件
で
刑
死
し
た

大
津
皇
子
は
参
加
し
え
ず
、
粟
田
真
人
も
当
時
大
宰
帥
に
任
ぜ
ら
れ

て
都
を
離
れ
て
い
た
し
、
伊
吉
連
博
徳
は
大
津
皇
子
の
謀
反
に
連
坐

し
て
政
界
か
ら
離
れ
て
い
た
。
残
り
二
名
は
文
章
家
と
し
て
の
参
加
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in．

に
す
ぎ
ず
、
自
ら
律
令
の
編
纂
を
主
宰
し
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

従
っ
て
、
急
速
な
編
纂
を
可
能
な
ら
し
め
た
別
人
物
の
存
在
を
新
た

に
想
定
す
べ
き
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
天

武
十
三
年
新
羅
を
経
由
し
て
帰
国
し
た
唐
留
学
生
の
土
師
宿
禰
甥
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

無
期
史
宝
然
の
両
名
の
存
在
で
あ
る
。
彼
等
が
大
宝
律
令
の
編
纂
に

参
画
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
在
藩
中
に
律
令
を
学
ん
で
き
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。
帰
国
し
て
問
も
な
い
両
名
等
が
持
統
二
・
三
年
の
編

纂
の
実
際
的
な
仕
事
を
行
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
唐
虞
の
影
響
の
濃
い

部
分
こ
そ
存
在
す
る
も
の
の
、
体
系
的
な
浄
凍
原
令
の
急
速
な
編
纂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

完
成
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
浄
御
影
令
の
全
面
的
施
行
の
効
果
を
疑
問
視
す
る
説
の
根
拠
に
、

編
纂
従
事
者
へ
の
論
功
行
賞
が
見
当
ら
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
以
上
の
考
察
を
総
合
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
鶴
野
皇
后
は

当
時
の
政
治
情
勢
の
要
求
か
ら
、
急
ぎ
唐
制
類
似
の
面
を
残
す
浄
御

原
令
を
施
行
し
た
た
め
、
不
満
足
な
画
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
充
分

に
推
測
が
つ
く
。
そ
こ
で
嫁
御
原
令
施
行
後
十
数
年
に
て
大
宝
律
令

の
新
た
な
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
訳
で
あ
ろ
う
が
一
－
勿
論
大
宝
律
令

の
編
纂
の
契
機
を
こ
の
持
統
天
皇
の
個
人
的
意
志
に
限
定
す
る
訳
で

な
い
こ
と
は
、
第
七
節
で
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
一
、
そ
の
時
登

用
さ
れ
た
人
物
の
中
に
は
藤
原
無
比
等
の
よ
う
な
新
人
も
含
ま
れ
て

い
た
が
、
そ
の
多
く
は
こ
の
持
統
工
・
三
年
に
於
け
る
浄
御
原
令
撰

定
の
参
加
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
持
統
天
皇
に
と
っ
て

は
不
満
足
な
形
で
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
浄
御
原
令
編
纂
と
い

う
事
情
も
あ
っ
て
、
将
来
の
修
正
を
予
定
し
て
、
論
功
行
賞
が
浄
御

，
凍
令
撰
定
の
際
に
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

・
す
な
わ
ち
、
新
羅
の
朝
鮮
半
島
統
一
を
直
接
の
契
機
と
し
て
編
纂

が
開
始
さ
れ
た
浄
御
原
律
令
は
、
天
武
天
皇
在
世
中
は
、
我
国
の
国

情
に
合
致
し
た
規
定
を
設
け
よ
う
と
、
唐
令
の
丸
紐
に
努
力
が
払
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
天
武
天
皇
の
死
後
、
周
囲
の
政
治
情
勢
よ

り
即
位
を
決
心
し
た
鵡
野
皇
后
は
、
天
武
天
皇
が
遺
し
た
最
大
の
政

治
課
題
一
律
令
の
制
定
1
を
完
遂
す
る
た
め
に
、
新
羅
を
経
て

帰
国
し
た
唐
留
学
生
等
を
用
い
て
、
体
系
的
な
法
典
の
編
纂
を
急
が

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
為
に
、
唐
令
の
直
訳
的
継
受
に
終
っ
た

規
定
も
相
当
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
内
容
の
浄
千
原
令
の
編
纂
に
は
、
石
尾
芳
久
氏
の
言
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

律
令
体
制
形
成
へ
の
臼
歯
主
義
的
な
法
典
編
纂
と
い
う
性
格
だ
け
で

な
く
、
体
系
性
を
必
要
と
す
る
た
め
の
官
憲
的
法
令
の
蒐
集
と
い
う

性
格
も
存
す
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぜ
な
ら
な
い
。
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か
く
し
て
、
持
統
三
年
六
月
、
浄
御
嘉
応
は
諸
司
に
第
二
さ
れ
た

　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
で
あ
る

①
石
井
良
助
氏
は
天
武
十
一
年
八
刃
丙
寅
条
を
「
造
法
令
」
「
殿
内
有
大
虹
」
と

　
区
切
っ
て
読
ま
れ
、
十
一
年
八
月
に
は
編
纂
完
成
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
（
『
法

　
制
史
』
体
系
日
本
史
叢
譲
四
等
）
、
　
滝
川
政
次
郎
氏
の
批
判
も
あ
る
よ
う
に
、
一

　
連
の
文
章
と
考
え
る
方
が
正
当
と
考
え
る
。

②
　
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
　
（
七
九
頁
）
等

③
青
木
和
夫
「
甥
御
翼
壁
と
古
代
宮
僚
制
」
（
『
古
代
学
』
三
巻
二
号
＝
八
頁
）

④
石
尾
芳
久
『
日
本
古
代
法
史
』
（
一
二
六
買
）
但
し
旧
稿
へ
「
律
令
の
編
纂
」

　
（
『
増
補
日
本
古
代
法
の
研
究
』
一
〇
〇
頁
）
〉
で
は
、
こ
の
記
事
を
も
っ
て
完
成

　
と
さ
れ
て
い
た
。

⑤
直
木
孝
次
郎
『
持
統
天
皇
』
（
一
四
八
頁
一
九
穴
○
）
以
下
の
記
述
に
際
し

　
て
は
、
同
著
に
負
う
所
が
大
き
い
。

⑥
本
節
⑤
前
掲
書
二
〇
一
頁

⑦
こ
の
「
班
賜
」
の
語
を
以
っ
て
施
行
と
解
す
る
意
見
が
有
力
で
あ
る
が
、
青
木

　
和
夫
氏
の
疑
問
を
受
け
て
、
田
中
卓
氏
は
こ
の
記
事
は
諸
司
に
習
熟
検
討
せ
し
め

　
る
為
の
「
班
賜
」
に
す
ぎ
ず
、
浄
御
原
令
は
遂
に
未
施
行
の
ま
ま
、
大
宝
律
令
の

　
制
定
に
い
た
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
書
紀
等
に
施
行
命
令
の
記
事
が
見
え
な

　
い
と
い
う
理
由
で
未
施
行
説
を
取
ら
れ
る
一
方
で
、
持
統
四
年
四
月
庚
申
の
官
人

　
の
考
選
法
の
改
正
の
記
事
に
見
え
る
「
依
考
仕
令
」
云
々
の
令
は
詔
等
の
単
行
法

　
の
形
で
施
行
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詔
全
体
は
浄
御
亀
考
仕
令
の
存

　
在
を
前
提
と
す
る
だ
け
に
、
氏
の
論
は
説
得
力
に
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。
青
木
・

　
田
中
両
氏
の
疑
問
に
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
持
統
四
年
正
月
の
即
位
前
後
を
境
と

　
し
て
、
令
に
関
係
す
る
内
容
の
施
行
を
命
ず
る
記
譲
が
続
出
す
る
こ
と
か
ら
、
持

　
統
四
年
正
月
前
後
を
以
っ
て
施
行
さ
れ
た
と
考
え
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

⑧
平
野
邦
雄
「
大
宝
・
養
老
両
令
の
歳
役
に
つ
い
て
」
（
『
九
州
工
業
大
学
研
究
報

　
告
・
人
文
社
会
科
学
』
五
号
四
頁
　
一
九
五
七
）

⑨
宮
本
救
「
大
宝
令
の
施
行
に
つ
い
て
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
駈
四
巻
二
号
一
七

　
頁
以
下
　
　
一
九
五
七
）

⑩
滝
川
政
次
郎
『
律
令
の
研
究
』
（
八
○
頁
以
下
）

⑪
日
本
町
紀
・
天
武
天
皇
十
三
年
十
二
月
癸
禾
条

　
　
癸
未
　
大
唐
学
生
土
師
宿
禰
甥
　
二
選
史
舞
舞
　
及
百
済
役
時
節
大
唐
者
猪
使

　
　
達
子
首
筑
紫
三
宅
連
圏
許
伝
新
羅
猛
毒
新
羅
遣
大
粟
末
金
物
儒
送
甥

　
　
等
於
筑
紫

⑫
本
史
料
に
町
場
さ
れ
た
方
に
利
光
三
津
夫
氏
が
お
ら
れ
る
。
〈
「
奈
良
時
代
に
お

　
け
る
大
学
寮
明
法
科
」
　
（
一
九
六
六
年
発
表
後
『
律
冷
制
と
そ
の
周
辺
』
所
収

　
一
〇
八
頁
）
〉
氏
は
、
　
彼
等
が
垂
撲
格
式
を
帰
国
の
際
に
も
た
ら
し
た
と
推
定
さ

　
れ
て
い
る
。
学
会
口
答
発
表
の
際
、
氏
の
こ
の
研
究
を
存
知
し
な
か
っ
た
不
勉
強

　
を
恥
じ
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑬
石
尾
芳
久
「
律
令
の
編
纂
」
（
後
『
増
補
日
本
古
代
法
の
研
究
瞼
九
九
頁
）

六
　
浄
御
影
律
の
存
否

　
天
武
十
年
に
は
確
か
に
律
令
と
も
に
編
纂
開
始
の
詔
が
出
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
持
統
三
年
に
諸
司
に
班
賜
さ
れ
た
の
が
令
廿
二

巻
の
み
で
あ
る
と
い
う
日
本
書
紀
の
記
載
を
め
ぐ
っ
て
、
浄
御
原
紙

の
編
纂
完
成
の
有
無
、
或
い
は
浄
豊
原
律
の
施
行
の
有
無
と
、
浄
御
感

律
の
存
否
に
関
し
て
、
激
し
い
論
議
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
事
態
に
至
っ
た
理
由
は
、
一
方
で
詩
賦
影
響
施
行
期
間
中
の
日
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本
書
紀
の
記
事
の
中
に
、
十
悪
（
持
統
紀
六
年
）
・
三
流
（
天
武
紀
五

年
）
・
指
斥
乗
輿
（
天
武
紀
六
年
）
等
と
、
律
が
編
纂
完
成
さ
れ
た
だ
け

で
な
く
、
制
定
施
行
さ
れ
た
結
果
、
記
載
さ
れ
た
と
も
理
解
し
う
る

史
料
が
存
在
す
る
一
方
、
　
「
以
大
宝
元
年
律
令
初
定
」
と
記
す
威
奈

真
人
大
村
の
墓
誌
を
始
め
と
し
て
、
弘
仁
刑
部
式
・
武
智
麻
呂
伝
等

と
、
編
纂
を
も
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
史
料
も
有
力
で
あ
る
と
い
う
、

混
乱
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
混
乱
し
た
史
料

を
矛
盾
な
く
有
機
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
浄
御
嵩
律
非

施
行
・
唐
律
代
用
説
を
有
力
説
と
し
て
生
み
翻
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
有
力
説
と
て
も
問
題
の
あ
る
こ
と
は
次
に
触
れ
て
い

く
が
、
そ
の
論
述
の
場
合
、
令
に
関
し
て
よ
り
も
一
層
関
係
史
料
が

限
定
さ
れ
る
律
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
故
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら

決
定
的
論
拠
を
提
示
し
う
る
訳
で
は
な
い
。
　
一
つ
の
問
題
提
起
の
意

味
で
受
取
っ
て
．
頂
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　
疑
問
の
第
｝
点
は
、
浄
御
浸
雀
編
纂
完
成
・
全
繭
施
行
若
し
く
は

部
分
施
行
と
い
う
従
来
の
通
説
を
支
え
て
い
た
、
日
本
警
紀
・
持
統

七
年
四
月
辛
巳
条
に
つ
い
て
の
反
対
説
の
解
釈
で
あ
る
。
問
題
が
微

細
な
解
釈
に
ま
で
及
ぶ
の
で
、
同
条
を
記
し
て
お
く
。

　
　
辛
巳
　
詔
　
内
蔵
寮
允
大
伴
男
人
影
購
　
磁
位
二
階
解
見
任
官
　
典
鋪

　
　
鷺
始
多
久
与
秦
野
大
伴
亦
坐
臓
　
十
二
一
階
解
見
任
官
　
監
物
巨
勢
邑

　
　
治
　
難
物
不
入
置
碁
知
情
令
盗
心
　
故
磁
位
二
階
隠
見
任
官
　
然
置
始

　
　
多
久
　
有
勤
労
三
論
客
年
役
之
故
赦
之
　
但
誉
者
依
乱
丁
納

反
対
説
の
う
ち
、
律
の
語
を
狭
義
の
編
纂
法
典
と
取
る
べ
き
で
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
さ
れ
る
青
木
和
夫
氏
の
見
解
（
も
っ
と
も
、
氏
も
最
近
で
は
こ
の
持
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

紀
の
律
の
語
を
狭
義
の
意
味
で
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
嫌
も
存
在
す
る
が
）

は
さ
て
お
き
、
唐
律
代
用
説
を
提
出
さ
れ
た
石
尾
芳
久
氏
は
、
内
容
の

関
係
す
る
名
例
律
懇
望
入
罪
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
　
「
赦
に
会
っ
た

場
合
に
も
猶
当
然
に
正
礁
を
徴
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
会

赦
隠
蟹
と
徴
正
臓
と
が
必
然
的
な
関
係
に
於
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
持
統
天
皇
の
詔
に
は
殊
更
に
赦
と
は
、
鋼
個
の
処
分
と

し
て
正
長
徴
納
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
規
準
と
し
て
律
が
引
用
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
律
の
体
系
が
乗
だ
確
立
し
て
お

ら
ず
、
唐
律
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
窺
わ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
も
の
が
、
存
す
る
」
、
と
さ
れ
る
。
　
一
方
、
　
浄
御
歯
黒
編
纂
完
成

（
？
）
・
不
施
行
説
を
取
ら
れ
る
利
光
三
津
夫
氏
は
、
　
「
こ
の
記
事

は
、
後
の
律
の
い
わ
ゆ
る
監
臨
堅
守
盗
の
事
件
を
記
し
た
も
の
と
推

定
せ
ら
れ
る
」
が
、
　
「
監
守
盗
犯
人
に
対
し
て
は
、
養
老
律
・
唐
律

は
共
に
名
例
律
『
除
名
』
条
に
よ
っ
て
、
除
名
な
る
閣
刑
を
科
し
て
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い
る
。
」
　
と
こ
ろ
が
…
、
こ
の
記
事
が
監
守
盗
犯
人
を
官
当
に
止
め
て

い
る
こ
と
は
、
名
望
律
だ
け
が
一
部
施
行
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
推

定
を
困
難
に
す
る
」
故
、
　
「
こ
の
事
件
は
、
律
法
典
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
別
の
単
行
法
規
に
よ
っ
て
科
刑
が
行
わ
れ
た
も
の
と
推
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
言
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
爾
氏
の
重
罪
の
理
解
が
果
た
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
下
の
頭
注
も
指
摘
す
る
よ
う

に
、
こ
の
記
事
は
内
容
が
簡
単
す
ぎ
て
判
ら
な
い
所
が
多
い
が
、
そ

う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
自
分
が
勝
手
に
設
定
し
た
構
成
要
件
に
関
係

す
る
律
を
選
び
、
そ
の
内
容
と
こ
の
記
事
と
が
一
致
し
な
い
と
い
う

理
由
で
、
本
記
事
は
律
と
は
無
関
係
、
若
し
く
は
律
の
体
系
に
合
致

し
な
い
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
記
事
に
見
ら

れ
る
処
分
が
六
購
の
規
定
の
ど
れ
か
の
処
分
と
内
容
的
に
一
致
す
る

か
ど
う
か
、
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
六
臓
と
は
言
う
迄
も
な
く
、
受
財
柾
法
・
受
叢
薄
柾
法
・
馬
所
監

臨
・
強
盗
・
古
写
・
砂
漏
の
六
犯
罪
を
指
す
。
問
題
は
、
前
述
の
持

統
七
年
四
月
条
の
「
坐
臓
」
が
こ
の
六
繊
中
の
三
盆
を
指
す
か
、
そ

れ
と
も
漠
然
と
し
た
購
罪
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず

注
意
す
べ
き
は
、
中
務
省
（
浄
御
難
令
制
下
で
は
恐
ら
く
中
官
と
呼
称
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
）
の
監
物
が
期
せ
ら
れ
た
事
由
の
中
に
「
知
情

令
盗
」
（
傍
点
筆
春
・
以
下
母
様
）
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
更
に
内
蔵
寮

と
中
務
省
の
官
人
が
共
に
「
坐
購
し
と
あ
る
以
上
、
こ
の
関
野
は
雑

輩
に
「
非
監
聖
主
司
而
因
事
受
財
」
と
定
義
さ
れ
る
「
坐
職
」
で
は

な
く
、
ま
た
「
受
所
監
臨
」
で
も
な
く
、
　
「
矯
盗
」
　
「
強
盗
」
、
特

に
「
籟
盗
」
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
免
官
」
が
そ
れ
ぞ

れ
認
め
ら
れ
て
お
り
、
上
司
の
官
人
が
同
一
の
罪
を
受
け
て
い
る
こ

と
か
ら
、
　
「
監
僧
号
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
管
轄

外
の
財
物
を
籍
絶
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
故
、
名
例
律
以
購

入
罪
条
に
従
っ
て
、
赦
に
会
っ
た
置
始
多
久
は
「
会
赦
聖
運
老
　
盗

詐
柾
法
　
猶
徴
正
繊
」
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
の
で
、
同
条
の
前

半
部
分
の
注
「
盗
者
倍
備
」
と
倍
瞭
が
要
求
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

従
っ
て
、
持
統
紀
七
年
の
「
律
」
と
は
、
石
尾
芳
久
茂
の
想
定
さ
れ

た
赦
と
徴
正
妻
と
の
関
係
を
再
確
認
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
旧

例
無
二
注
入
罪
過
の
規
定
で
は
あ
り
な
が
ら
、
国
賊
で
微
幽
す
る
こ

と
を
命
じ
た
部
分
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
矯
盗
で
賊
盗
律

に
基
づ
き
罪
せ
ら
れ
る
富
人
達
は
、
嘉
例
野
宮
黒
闇
に
依
拠
し
て
位

階
を
以
っ
て
徒
に
あ
て
る
と
共
に
、
名
瀬
律
免
官
条
で
見
任
を
解
か

れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
監
物
の
罪
が
典
鍮
よ
り
重
い
の
は
、
後
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ゆ

世
の
混
乱
が
書
紀
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
闘
訟

律
監
臨
知
有
犯
法
条
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
一
部
不
可
解
な
点
も
残
る
こ
と
は
残
る
が
、

こ
の
律
は
狭
義
の
編
纂
法
典
の
律
で
あ
り
、
広
義
の
意
味
で
は
あ
り

え
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
律
の
体
系
が
い
ま
だ
確
立
し

て
い
な
か
っ
た
と
す
る
石
尾
氏
の
推
定
は
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、

一
方
本
節
の
最
初
に
触
れ
た
如
く
、
天
武
持
統
朝
に
於
け
る
律
編
纂

完
成
・
施
行
を
否
定
す
る
史
料
は
有
力
で
あ
り
、
石
尾
氏
の
提
起
さ

れ
た
下
翼
代
用
説
は
、
氏
の
意
図
と
は
別
の
角
度
か
ら
積
極
的
に
受

け
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
唐
律
代
用
説
に
つ
い

て
次
に
眺
め
て
い
く
。

　
石
尾
氏
は
か
っ
て
「
『
浄
御
飾
律
』
　
の
編
纂
を
否
認
せ
ざ
る
を
得

な
い
よ
う
な
固
有
刑
法
の
畢
生
な
伝
統
が
存
し
た
し
と
言
わ
れ
た
。

そ
し
て
「
律
が
編
纂
せ
ら
れ
な
か
っ
た
為
唐
墨
を
そ
の
ま
ま
適
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
い
た
の
で
は
な
い
か
」
ど
論
じ
ら
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
論
理

に
は
少
し
矛
盾
し
た
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
既
に
利
光
氏
が
指

　
　
　
　
　
⑦

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
宝
律
が
律
法
典
と
し
て
初
め
て
編
纂
さ

れ
た
以
上
、
氏
の
論
理
で
は
、
天
武
か
ら
文
武
に
至
る
間
に
、
外
国

法
と
の
調
整
が
可
能
に
な
っ
た
理
由
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

更
に
浄
御
原
律
の
編
纂
を
否
認
す
る
程
の
固
有
刑
法
の
抵
抗
が
存
し

た
場
合
、
よ
り
我
国
の
固
有
刑
法
と
は
隔
絶
し
た
唐
律
の
そ
の
ま
ま

の
適
用
を
何
故
許
し
た
の
か
、
改
め
て
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
の
点
で
、

石
尾
氏
の
最
近
の
論
著
で
は
「
日
本
に
お
け
る
律
の
法
典
化
が
お
く

れ
た
の
は
、
唐
律
が
極
め
て
合
理
的
な
刑
法
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

を
そ
の
ま
ま
適
用
し
得
た
か
ら
で
あ
る
」
と
、
従
来
の
固
有
刑
法
と
。

の
紺
立
と
い
う
見
解
を
主
張
さ
れ
て
い
な
い
点
、
前
節
の
論
点
を
撤

回
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
氏
の
新
見
解
に
お
け
る

唐
律
代
用
説
の
も
つ
意
義
を
再
考
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
先
述
の
如
く
、
律
令
官
人
の
犯
罪
の
際
、
名
乗
・
賊
盗
・
闘
訟
・

雑
律
と
各
律
が
相
互
に
関
係
し
つ
つ
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
律

の
体
系
的
採
用
の
あ
と
が
窺
わ
れ
る
。
浄
留
原
律
の
施
行
が
否
定
さ

れ
る
以
上
、
こ
の
律
が
唐
律
を
指
す
可
能
性
は
充
分
に
認
め
ら
れ
よ

う
。
そ
の
魚
で
は
青
木
和
夫
・
石
尾
芳
久
両
氏
に
代
表
さ
れ
る
浄
御

尋
律
施
行
否
定
・
唐
墨
代
用
説
は
有
力
説
と
し
て
の
意
義
を
も
っ
て

い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
石
尾
氏
の
最
近
の
見
解
の
如
く
、
天
武

持
統
朝
に
律
の
編
纂
の
基
盤
が
無
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
唐
律
が
あ

ま
り
に
合
理
的
で
体
系
だ
っ
て
い
る
故
に
、
独
自
に
編
纂
し
直
す
必

要
を
感
じ
な
か
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
　
「
浄
御
原
律
」
の
編
纂
完
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成
・
制
定
施
行
の
有
無
と
い
っ
た
形
式
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
余
り

積
極
的
な
意
味
が
無
く
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
従
来
の

有
力
説
は
、
矛
盾
し
た
史
料
の
中
か
ら
、
我
国
の
律
の
編
纂
施
行
の

有
無
に
つ
い
て
、
矛
盾
な
く
統
一
的
に
理
解
さ
せ
た
点
に
意
義
が
あ

ろ
う
。
だ
が
、
例
え
日
本
の
国
情
に
合
わ
せ
て
用
語
を
変
更
し
た
に

す
ぎ
な
い
律
も
編
纂
さ
れ
ず
に
、
唐
律
が
そ
の
ま
ま
代
用
さ
れ
て
い

た
に
し
て
も
、
固
有
刑
法
だ
け
で
は
な
し
に
、
中
国
の
統
治
機
構
を

支
え
る
法
体
系
の
基
盤
を
な
す
律
を
継
受
採
用
し
て
い
る
背
後
に
、

「
制
定
」
と
い
う
公
の
行
事
を
経
て
い
な
い
に
せ
よ
、
当
時
の
支
配

層
の
志
向
の
方
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
確
か
に
「
浄
御
原

律
」
と
い
う
形
で
は
、
天
武
持
統
朝
に
律
法
典
は
制
定
施
行
さ
れ
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
述
の
持
統
七
年
紀
に
窺
わ
れ

る
よ
う
に
、
唐
律
を
体
系
的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る

と
、
第
三
節
で
眺
め
た
よ
う
な
部
分
的
継
受
か
ら
体
系
的
継
受
へ
と

進
ん
だ
唐
令
継
受
と
は
異
な
り
、
律
法
血
ハ
が
法
治
体
制
に
於
い
て
は

最
も
緊
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
、
編
纂
当
初
既

に
軍
律
の
体
系
的
採
用
が
心
が
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
「
浄
御
原
題
」
で
は
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
浄
御
原
朝
廷
下
用
い
ら
れ
て
い
た
律
と
い
う
意
義
は

失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
天
武
持
統
朝
の
法
治
体
制

を
浄
御
原
律
令
体
制
と
呼
称
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
不
当
で
は
あ

る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
浄
御
原
中
編
纂
に
際
し
て
、
唐
律
が
代
用
さ

れ
た
意
義
を
改
め
て
積
極
的
に
捉
え
直
す
時
期
に
き
て
い
る
と
雷
え

よ
う
。

　
①
青
木
和
夫
「
浄
御
原
令
と
古
代
官
僚
澗
」
（
『
古
代
学
』
三
巻
二
号
＝
｝
○
頁
）

　
②
青
木
和
夫
氏
が
原
稿
を
作
成
さ
れ
、
井
上
光
貞
氏
の
責
任
で
全
体
の
統
一
が
は

　
　
か
ら
れ
た
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
下
・
持
統
紀
の
当
該
部
分
の
頭

　
　
注
は
、
比
例
律
逸
文
の
義
賊
入
罪
条
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
③
石
羅
芳
久
『
律
令
の
編
纂
」
（
前
節
⑬
前
掲
溌
皇
〇
一
頁
）

　
④
利
光
三
津
夫
「
最
近
に
お
け
る
律
研
究
の
動
向
」
（
『
律
の
研
究
』
二
六
九
頁

　
　
以
下
）

　
⑤
五
　
＝
頁
注
二
八
・
二
九
。

　
⑥
本
節
③
参
照
。

　
⑦
本
節
④
参
照
。

　
⑧
石
尾
芳
久
『
日
本
古
代
法
史
』
（
一
〇
二
頁
以
下
）

七
　
浄
御
原
（
律
）
令
と
大
宝
律
令

　
最
後
に
、
前
節
迄
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
し
て
、

大
宝
律
令
施
行
の
意
義
と
比
較
し
つ
つ
、
浄
御
原
簿
並
び
に
唐
律
施

行
の
律
令
国
家
成
立
過
程
に
於
い
て
果
た
し
た
役
割
を
考
え
て
み
た

い
。
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浄
豊
原
令
班
事
後
、
十
数
年
も
経
過
せ
ぬ
内
に
、
大
宝
律
令
が
編

纂
施
行
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
滝
川
氏
の
指
摘
の
如
く
、
当
時

の
政
治
情
勢
の
下
、
浄
御
原
寸
の
編
纂
を
急
ぎ
完
成
せ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
持
統
天
皇
の
個
人
的
不
満
足
に
、
そ
の
原
因
の
一
部
が
あ
ろ

う
こ
と
は
既
に
み
た
。

　
皇
位
継
承
直
後
の
持
統
天
皇
は
、
天
武
天
皇
の
布
石
し
た
中
央
集

権
的
律
令
支
配
体
制
へ
の
道
に
そ
っ
て
蕎
醸
し
た
。
庚
寅
年
盛
に
よ

る
編
戸
は
体
系
的
な
人
民
支
配
の
礎
と
な
っ
た
し
、
ま
た
強
固
な
宮

人
統
制
策
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
律
令
官
人
機
構
の
形
成
を
も
た

ら
し
、
律
令
支
配
体
制
は
急
速
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う

な
安
定
し
た
支
配
体
制
の
樹
立
の
上
に
た
っ
て
、
持
統
天
皇
は
浄
御

原
令
の
改
定
・
律
の
制
定
を
決
心
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
持
統
十
一
年
、

皇
位
を
軽
皇
子
に
譲
り
、
持
統
は
浄
御
原
令
撰
定
に
参
加
し
た
人
物

も
含
め
、
法
律
に
詳
し
い
人
物
を
集
め
、
自
ら
改
定
の
主
宰
に
あ
た

る
こ
と
を
決
意
し
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
成
立
し
た
の
が
大
宝

律
令
で
あ
る
が
、
浄
御
下
令
班
賜
後
間
も
な
い
大
宝
律
令
施
行
の
理

由
を
、
そ
の
よ
う
な
持
統
天
皇
の
個
人
的
な
意
思
に
の
み
限
定
し
て

し
ま
う
こ
と
に
は
間
題
が
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
別
の
視
角
か
ら
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。
大
宝
律

令
の
綱
定
の
意
義
を
捉
え
た
注
目
す
べ
き
論
稿
と
し
て
、
石
母
田
正

氏
の
研
究
を
擢
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
氏
は
、
大
宝
律
令
の
編
纂
の

隆
的
は
、
単
に
国
内
の
必
要
か
ら
く
る
実
質
的
改
修
の
意
義
だ
け
で

な
く
、
新
羅
等
の
諸
善
の
朝
貢
の
上
に
立
つ
小
帝
国
と
し
て
の
日
本

の
国
家
体
綱
を
築
き
、
そ
の
体
制
を
中
国
国
家
か
ら
承
認
を
得
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
に
あ
っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
制
封
体
制
論
を
積
極
的

に
取
入
れ
な
が
ら
、
律
令
貴
族
の
国
際
意
識
の
中
に
大
宝
律
令
の
制

定
の
意
義
を
論
じ
た
氏
の
鋭
い
着
想
に
は
養
意
を
表
す
る
が
、
細
部

の
大
宝
律
令
は
唐
の
律
令
を
忠
実
か
つ
全
面
的
に
継
受
し
た
も
の
に

す
ぎ
ぬ
と
さ
れ
る
評
価
に
は
納
得
で
き
ね
点
が
存
在
す
る
。
浄
砂
原

令
と
の
比
較
と
い
っ
た
相
対
的
な
検
討
を
抜
き
に
し
て
、
大
宝
二
年

の
遣
唐
使
派
遣
再
開
と
い
う
新
た
な
政
治
情
勢
の
動
き
と
関
連
づ
け

て
大
宝
令
の
鰯
定
意
義
を
説
く
場
合
、
氏
の
見
解
の
如
く
、
　
「
唐
帝

国
を
模
倣
」
し
た
上
で
の
「
律
令
国
家
の
国
際
的
地
位
の
主
張
」
と

い
う
結
論
に
到
達
し
よ
う
。
し
か
し
、
大
局
的
見
地
か
ら
は
、
な
る

ほ
ど
唐
律
令
の
枠
の
中
に
留
ま
る
に
せ
よ
、
大
宝
律
令
の
編
纂
に
は
、

唐
令
と
内
容
の
類
似
し
た
部
分
も
存
在
す
る
浄
御
丁
令
を
国
内
事
情

に
対
応
す
る
内
容
に
改
変
す
る
点
に
、
そ
の
目
的
の
一
部
が
あ
る
こ

と
を
考
え
て
み
る
時
、
石
母
田
氏
と
は
別
の
評
価
を
下
す
こ
と
が
で
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き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
新
羅
は
、
朝
鮮
半
島
の
統
一
を
成
し

　
　
と
げ
な
が
ら
も
、
唐
帝
国
の
胴
封
体
制
に
属
す
と
い
う
制
約
の
た
め
、

　
　
法
治
体
翻
も
表
面
は
帝
制
を
踏
襲
せ
ね
ば
な
ら
な
い
限
界
を
も
っ
て

　
　
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
化
外
為
面
上
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
唐
に

　
　
対
す
る
主
体
的
意
思
を
失
う
こ
と
の
な
い
日
本
に
と
っ
て
は
、
大
宝

　
　
二
年
の
遣
唐
使
再
開
は
、
自
国
の
国
情
に
あ
っ
た
独
自
の
律
令
の
制

　
　
定
を
行
な
い
う
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
唐
帝
国
を
中
心
と
す
る
国
際

　
　
的
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
新
羅
よ
り
優
位
に
立
と
う
と
す
る
意
図
が
含

　
　
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
か
く
し
て
、
浄
厳
原
令
班
賜

　
　
後
、
十
数
年
に
て
大
宝
律
令
が
編
纂
制
定
さ
れ
た
意
義
は
、
単
に
持

　
　
統
天
皇
の
個
人
的
意
図
以
上
に
、
そ
の
国
際
的
契
機
の
存
在
か
ら
解

　
　
き
う
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈱
、
　
以
上
の
理
解
を
墓
詣
に
し
て
、
浄
御
原
令
施
行
の
意
義
を
考
察
す

題
る
。
七
世
紀
後
半
の
緊
迫
し
た
東
ア
ジ
ア
情
勢
下
、
叢
雲
と
の
密

諸
謁
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
一
方
で
は
日
本
へ
も
朝
貢
を
続
け
．
薪
羅

調
　
が
次
第
に
国
力
を
充
実
し
、
自
立
化
の
方
向
を
取
る
に
い
た
っ
た
こ

制騨
と
に
対
蔓
、
譲
を
燃
や
し
た
支
配
層
が
、
唐
－
日
の
関
係
の
中
に

醐
新
羅
を
も
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
、
国
家
体
制
の
急
整
備
を
必
要
と

鳥飛
　
痛
感
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
は
個
々
の
律
令
約
支
配

秩
序
の
継
受
に
留
ま
っ
て
い
た
の
を
、
唐
綱
と
類
似
す
る
規
定
も
ま

だ
残
し
な
が
ら
も
、
体
系
約
な
法
典
と
し
て
浄
御
威
令
を
施
行
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
律
は
唐
律
が
代
用
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
体
系
的
摂
取
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
支
配
層
の
国
際
意
識
に

裏
付
け
さ
れ
た
律
の
も
つ
意
義
の
認
識
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
で
あ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
羅
に
軍
事
的
に
完
敗
し
た
日
本
が
、
外
交
面
、

更
に
行
政
面
を
通
じ
て
、
唐
帝
国
内
で
の
国
際
的
地
位
に
於
い
て
新

羅
に
対
し
て
優
位
に
た
と
う
と
す
る
そ
の
第
一
歩
た
る
べ
く
、
律
令

体
制
整
備
の
必
要
か
ら
、
唐
永
々
律
令
を
新
羅
を
経
由
し
て
継
受
し

た
初
の
体
系
的
律
令
法
典
が
浄
御
館
律
令
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

そ
の
施
行
の
意
義
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
既
に
触
れ
た
こ
と
だ
が
、
近
年
、
大
宝
律
令
制
と
支
配
原
理
が
一

致
す
る
天
武
持
統
朝
の
支
配
例
の
指
摘
の
積
み
重
ね
を
通
し
て
、
律

令
制
の
基
本
が
浄
御
悩
（
律
）
令
の
制
定
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い

た
と
見
倣
す
空
気
が
強
い
。
し
か
し
、
大
宝
律
令
と
還
御
原
器
と
の

連
続
面
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
両
令
の
制
定
の
経
過
・
意
義
の
差
異

か
ら
く
る
法
典
の
内
容
の
相
違
の
検
討
が
見
失
わ
れ
て
い
る
導
き
が

存
在
す
番
。
そ
の
意
味
で
両
脚
の
性
格
の
差
、
両
令
の
律
令
体
制
成

立
に
果
た
し
た
意
味
を
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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石
尾
芳
久
氏
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
示
に
従
い
、
法
典
編
纂
を
目
的

主
義
的
な
法
典
編
纂
と
官
憲
的
法
令
の
蒐
集
の
二
類
型
に
区
分
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
　
「
大
宝
律
令
は
、
近
江
令
・
浄
御
竃
令
の
編
纂
に
お

い
て
企
図
し
た
目
的
主
義
的
な
律
令
の
編
纂
の
集
大
成
」
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
②

評
価
さ
れ
る
。
こ
の
評
価
と
今
迄
述
べ
て
き
た
法
継
受
の
側
面
を
合

わ
せ
て
考
慮
す
る
と
、
継
受
し
た
既
存
の
外
国
法
典
の
構
造
を
そ
の

ま
ま
条
文
に
採
用
さ
ぜ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
意
昧
で
、
窟
憲
的

法
令
の
蒐
集
と
い
う
性
格
を
一
部
残
し
て
い
る
万
治
原
令
　
（
唐
律
を

大
系
的
に
摂
取
、
代
用
し
た
緯
の
場
合
、
目
的
主
義
な
法
典
編
纂
の
性
格
を

重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）
に
対
し
て
、
ま
さ
し
く
大
宝
律
令
の
編
纂
は

目
的
主
義
的
な
法
典
編
纂
を
完
遂
し
た
と
い
う
性
格
の
相
違
が
存
在

’
す
る
。
そ
の
相
違
こ
そ
が
、
律
令
体
制
成
立
に
於
い
て
両
律
令
の
果

た
し
た
役
割
の
差
i
骨
格
的
形
成
の
役
を
果
た
し
た
浄
御
原
律
令

と
、
体
系
的
確
立
の
役
捌
の
大
宝
律
令
一
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

①
石
母
田
正
「
古
代
史
概
説
」
（
岩
波
『
日
本
歴
史
』
原
始
お
よ
び
古
代
1
・
四

　
六
頁
　
一
九
六
二
）
な
お
氏
の
関
係
論
文
と
し
て
は
「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
際

　
意
識
に
つ
い
て
」
（
『
思
想
』
四
五
四
号
　
一
九
六
二
）
「
天
皇
と
諸
蕃
」
（
『
法
学
志

　
林
』
六
〇
巻
三
・
四
号
　
一
九
六
三
）
が
あ
る
。

②
第
三
節
⑬
参
照
。

八
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
長
々
と
愚
説
を
書
連
ね
て
き
た
。
最
初
に
断
わ
っ
た
よ
う

に
、
本
稿
は
法
規
史
研
究
に
限
定
し
な
が
ら
、
宮
丘
原
律
令
の
編
纂

鑑
定
に
つ
い
て
の
従
来
の
研
究
の
問
題
点
を
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
法
そ
の
も
の
を
妄
り
だ
し
て
考
察
を
行
な
う
こ

と
自
体
、
ど
れ
だ
け
の
意
義
が
あ
る
か
と
い
う
疑
問
も
あ
ろ
う
。
こ
の

方
法
は
あ
く
迄
も
前
提
た
る
べ
き
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
今
回
の

報
告
は
、
律
令
法
継
受
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
の
浄
御
握
律
令
編
纂

制
定
史
の
研
究
で
あ
り
、
國
有
法
・
初
期
律
令
継
受
と
の
相
剋
の
問

題
に
つ
い
て
は
意
識
的
に
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
今
回
は
劒
離
し
て

独
自
に
進
め
て
き
た
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
律
令
制
定
史
の
研
究

は
、
本
来
は
律
令
（
支
配
）
体
制
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
第
七
節
の
如
き
考
察
も
、
天
武
持
統
朝
と
文
武
朝
の
律

令
政
治
、
或
い
は
律
令
支
配
体
制
の
性
格
の
三
三
の
究
明
の
中
で
、

明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
更
に
、
律
令
支
配
体
鰯
の
一

つ
の
メ
ル
ク
マ
…
ク
と
も
言
う
べ
き
強
制
機
構
と
し
て
の
律
令
法
の

役
割
の
解
明
等
も
伴
わ
ね
ば
無
意
味
に
近
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
こ
の
法
規
史
研
究

30　（30），
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に
於
い
て
も
、
得
ら
れ
た
結
論
は
例
え
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に

せ
よ
、
律
令
体
制
成
立
過
程
の
検
討
へ
の
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
～
つ

の
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
本
稿
を
草
し
た
次
第
で

あ
る
。
浄
御
意
律
令
に
関
し
て
以
前
交
わ
さ
れ
た
論
議
が
結
着
つ
け

ら
れ
な
い
ま
ま
、
現
在
一
方
で
進
め
ら
れ
て
い
る
律
令
体
制
成
立
過

程
に
つ
い
て
の
諸
研
究
の
問
に
は
、
天
武
持
統
朝
の
史
的
意
義
の
評

価
を
め
ぐ
っ
て
、
微
妙
な
食
違
い
が
生
じ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
更
に
藤
原
宮
の
木
簡
の
発
見
で
、
今
後
天
武
持
統
朝
の
意
義
の

再
検
討
が
問
題
と
な
ろ
う
が
、
本
稿
が
そ
の
捨
石
の
役
を
負
う
こ
と

が
で
き
れ
ば
幸
で
あ
る
。

補
注
①

　
大
宝
令
撰
定
の
折
、
唐
令
直
訳
的
な
浄
御
原
註
に
注
文
を
附
加
す
る
形
で
、
我
國

の
国
情
に
合
っ
た
内
容
に
改
正
し
た
例
と
し
て
は
、
こ
の
二
例
以
外
に
、
大
宝
儀
制

令
文
武
官
条
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
は
「
凡
文
武
官
初
位
以
上
　
毎
朔

日
朝
　
勘
注
当
司
前
月
公
文
　
五
位
以
上
進
概
朝
野
　
即
大
納
雷
進
奏
　
若
逢
雨
失

容
及
泥
僚
並
停
（
弁
官
取
公
文
　
惣
納
中
務
省
）
」
　
と
復
原
さ
れ
る
が
、
続
紀
・
大

宝
二
年
九
月
書
聖
条
「
制
　
諸
司
告
朔
文
者
　
主
典
以
上
送
弁
官
　
々
々
惣
納
中
務

省
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
浄
御
玉
儀
髄
令
岡
条
は
、
詩
語
（
『
唐
風
拾
遺
』
四
七
一
二

頁
以
下
）
に
類
似
し
て
「
弁
官
取
公
文
惣
納
中
務
省
」
の
注
文
は
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

（
附
記
）
　
本
稿
は
、
一
九
六
八
年
一
〇
月
開
催
の
法
制
史
学
会
解
一
七
回
研
究
大

　
　
　
　
会
に
て
、
　
¶
飛
鳥
浄
御
原
律
令
の
一
考
察
i
そ
の
舗
定
の
国
際
的
契
機

　
　
　
　
－
」
と
題
し
て
発
表
し
た
報
告
に
一
部
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
大
会
席
上
に
て
御
教
示
を
得
た
諸
氏
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
穴
学
法
学
部
大
学
院
学
生
）

飛鳥浄御原律令に闘する諸問題（林）
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Problems　on　the　Law　of　Asztha－Kiyomihara

　　　　　　　　　　　　　飛鳥浄塩原律令

by

Norial〈1　Hayashi

　　We　will’　study　the　problem　on　editing　and　enforceinent　of　the　Law

of　Asufea－Kiyomihara飛鳥浄御原律令from　the　staltdpoint　of　history　of

laws　and　regulations，　adding’・to　the　succession　of　law　as　a　new　point；

which　was　actively　discussed　in　the　latter　half　of　1950’s　and　since　then

has　hardly　been　studied．　This　means　the　basis　of　general　re－investiga－

tion　about　the　forming　process　of　Ritsuryo　System律令体欄．

　　Judging　from　the　text　of　Kiyomihara　Law浄御匙令文，　which　was

reilttegrated　by　the　writer，　Japan　succeeded　seperately　the　text　of

T’α㎎一〕～癬g－1面一L∫多zg唐蔵書令，　consulting　the　e1ユforcement　of　Sin・Lo’s

新羅Ritsuryo　System　through　the　Ken　Shiragishi遣新羅使after　the

Jinslzin　Rebellion　壬申乱，　and　at　the　t量me　of　editing　the　Klyomihαra

Law　finally　it　took　over　Yitng一面茗一五露五ゴ％g融融律令systematically．　The

dlrect　caus　of　this　editing　and　enactment　was　the　movement　that　Sin－Lo

established　its　rule　by　way　of　Ritsuryo　System　of　King　VVes－Lieh武烈王

and　at　once　joinsd　itself　to　the　T’ang’s唐Ts’2－F伽g　System冊封体制

as　the　representative　of　the　Peninsula　after　the　clearance　of　the　T’ang

ariny　from　the　Peninsula．　To　win　the　race　of　the　international　position

in　the　T’ang　Empire　against　Sin－Lo　the　state　constitutiori　needed　such

an　urgent　adjustment　that　Kiyomihara　Law　was　hastily　enforced　as　a

systematical　law　with　provisions　which　dlredtly　succeeeded　the　T’ang

Systera，　on　the　ruling　order　i’n　the　formes　individual　provi＄ion　of

RitSZtryo　律令．

　　Besides，　we　should　re－investigate　the　editing　process　from　the　above－

mentioned　viewpolnt　and　re－evaluate　the　existence　of　the　Law　of　Klyo－

mihara　in　the　pr．esent　stage　of　the　study　of　Ritsuryo　System　and

moreover，　explain　the　difference　of　the　part　between　the　Law　ef

Kiyomihara　ar｝d　that　of　Taiho大宝律令ill　the　forming　Process　of　the

Ritsacryo　System．
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